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◆宝塚大学ビジョン 2027 
 

１ はじめに 

  （１）宝塚大学の到達点と今後への展望 

学校法人宝塚大学（旧関西女子学園）は、1967 年（昭和 42 年）に大阪府箕面市に関西女子学園短期大学デザイン美術科を開設して以来、他大学にも類を見ない

「芸術と科学の協調」を建学の理念として掲げ、芸術にＩＴ・マルチメディアを取り入れた教育を展開してきました。 

その後、1987 年（昭和 62 年）に宝塚市雲雀丘の地に移転し、宝塚大学（旧宝塚造形芸術大学）を開設し、2007 年（平成 19 年）には、東京新宿の地に東京メディ

ア・コンテンツ学部（現東京メディア芸術学部）を、さらに 2010 年（平成 22 年）には大阪梅田の地に看護学部を開設し、「芸術」と「看護」の 2 分野を有する大学へ

と発展を遂げてきました。 

しかし、時代の流れの中で、宝塚市雲雀丘の造形芸術学部は、2016 年（平成 28 年）に募集停止という苦渋の決断を行い、あわせて 2017 年（平成 29 年）から

５か年を経営改善期間とし、教育態勢や教育の質を改善するとともに、東京メディア芸術学部の定員充足を軸とした経営改善課題を中心に必死に取り組んできまし

た。 

その結果、造形芸術学部はその幕を閉じましたが、大阪梅田の看護学部・助産学専攻科とともに、東京メディア芸術学部も 2018 年（平成 30 年）以降は、毎年ほ

ぼ定員を充足することができ、「経営改善計画（2017 年～2021 年）」の当初の目標を成し遂げることができました。 

私たちは、この間の取組を、単なる規模の縮小ではなく、次なる飛躍のための「第 2 の開校」の準備期間と位置付け、2021 年（令和３年）には、法人名を学校法人

宝塚大学に改称し、法人拠点も宝塚市雲雀丘から大阪市梅田に移し、新たなる飛躍のための態勢を整えてきたところです。 

この数年間の教職員一丸となった取組によって、東京新宿・大阪梅田のすべての学部・研究科・専攻科においてほぼ定員充足を果たし、経営面でも資金収支の黒字

化・無借金経営を実現しました。2022 年度（令和 4 年度）には、５か年の新中期計画（2022～2026）をスタートさせるとともに、日本高等教育評価機構による認

証評価において「適合」の認定を受けました。  

宝塚大学は、一時の危機を乗り越え、今、上記のような到達点に立っています。そして 2027 年（令和９年）には、「法人開設 60 周年・大学設立 40 周年」を迎えま

す。 

私たちは、その節目となる 2027 年（令和９年）に向けて、これまでの成果と到達点を改めて確認し、次なる高み「NEXT TAKARAZUKA（宝塚大学・次なる挑

戦）」に向かってさらに前へ進む決意です。 

 

（２）これからの社会と大学をとりまく状況 

我が国の人口は現状の少子化が続けば、30 年後には 1 億人を下回る一方、10 数年後には国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者になると予測されていま

す。医療や福祉の発展によって健康寿命が延び人生 100 年時代と謳歌される一方で、少子高齢化によって、医療介護の問題がいよいよ深刻化し、社会を支える現

役世代の減少により年金制度や国民皆保険制度の根幹も揺るぎかねない状況となります。さらに、所得格差の拡大によって、超富裕層の出現の一方で、明日の生活

に不安を抱える層が拡大してきており、ウエルビーイング（Well-being 一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ）の実現が現代社会の重要課題となっていま

す。 

 世界に目を転ずれば、国際紛争の激化によって、グローバリゼーションの光と影が如実に露呈してきました。エネルギーも食料も環境も、どれ一つとっても今や世界

は国家間の相互協力が不可欠になっているにもかかわらず、国際紛争が起こると国際機関は機能不全に陥り、地球温暖化による気候変動や暴風雨、地震などの災害

にも対処しきれません。 
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今後確実に進むであろう AI 等のデジタル技術の発展は、サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題の解決

を両立させるという人間中心の超スマート社会（Society5.0）の到来をもたらすと言われていますが、デジタル化によってさまざまな社会問題が解決するという希

望をもたらす一方で、若者にとっては現在の仕事の半分がなくなるという危機に直面することにもなります。 

  

このような社会変化の下で、大学は、少子化による学生数の減少と、学部学科の新設ラッシュのもとで競争と生き残りが必至となる 2040 年問題に直面しなが

ら、自らの社会的役割と存在意義を明確にして大学運営を行っていくことが求められます。 

2018 年以降、学生数は減少し、2040 年には 18 歳人口が 120 万人（2017）から 88 万人（現在の 74%の規模）に、それに伴い 大学進学者数は 63 万人

（2017）から 51 万人（現在の 80%の規模）に減少すると見込まれています。（中央教育審議会『2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）』より） 

その一方で、新たな学部・学科の新設は増加しています。つまり、大規模大学も含めて、大学は少子化に直面する中で、質と量の確保によって経営を安定させる以

外に生き残りの道はなく、すでに一部の小規模の大学・短大では募集停止が始まっています。一般には２千人規模の学生数が経営維持の必要最低ラインだと言われ

ています。 

大学経営を考える上では、収入の 90％近くが学生納付金（授業料等）です。いかに学生を確保するかに収入は左右されます。つまり、収入を安定的に確保するた

めには、学部や学科を増設するか（東京都２３区内では入学定員は制限されています）、社会人や通信制による入学者を確保するか、または学生納付金以外の外部資

金（補助金や科研費等、寄付など）を確保する以外に方策はありません。 

昨今、コロナ禍や国際情勢の悪化などによりエネルギー・電気等の公共料金、運送料金などの高騰によって、大学財政は圧迫されてきています。しかしながら、大学

は他の民間企業と違って、原材料費や公共料金の値上げ分を価格転嫁、つまり授業料への転嫁は容易ではありません。そのため、今後ますます財政のひっ迫が予想

されます。 

このような状況の下で、大学はいかに他大学との「差別化戦略」を立てて、受験生・保護者・社会から「選ばれる大学」になれるか、あるいは学生以外の社会人や通信

制受講者を確保できるか、多様な収益事業を展開できるかが突き付けられているのです。 

 宝塚大学では、このような状況を踏まえて、次代に向けて本学の強みを最大限に生かしながら、新たな高みに上っていくべく、以下のような「宝塚大学がめざす大学

像」を掲げ、新中期計画において「３つの基軸と１０の戦略」を示したところです。 

 

２ 宝塚大学がめざす大学像 

〇「芸術と科学の協調」の下、「ONLY ONE」なる教育研究を創造・展開する大学をめざします 

宝塚大学は「宝塚」という文化と芸術の街で誕生し、今も大学名に「宝塚」という名を冠するとともに、東京新宿と大阪梅田という２大都心にキャンパスを構える都

市型大学でもあります。したがって、宝塚大学は「宝塚」という地域のブランド力を活かしつつ、日本全体・世界全体に視野を向け、他大学にない「芸術と科学の協調」

という特色ある建学の理念のもと、「ONLY ONE」なる教育研究を創造・展開する大学をめざします。 

〇グローバルな視点に立ってＩＣＴを駆使して、持続可能な社会づくりのために貢献する大学をめざします 

宝塚大学は、ICT を軸にした科学技術の急速な変化や COVID-19 に象徴される予測困難な時代にあって、サイバー空間とフィジカル空間（現実社会）が高度に

融合した超スマート社会（Society 5.0 社会）を未来の姿として共有し、国際社会が直面する経済発展と社会的課題の解決を両立することができる持続可能な社

会づくりのために貢献することを大学の使命と考えます。 

そのため宝塚大学は、グローバルな時代をたくましく生き抜いていく人材を育てるとともに、社会の要請に応える質の高い教育・研究活動を通じて社会に貢献し

ていきます。 
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その際、当初より、芸術にＩＴ・マルチメディアを取り入れた教育を展開してきた伝統と実績を生かし、これからの超スマート社会にあっても、ＩＣＴを駆使して、芸術

の創造や社会問題の解決に貢献できる大学をめざします。 

〇今ある学部・大学院の充実を図るとともに、学修者本位の教育ときめ細かい学生支援を通じて、「成長力トップクラス」の大学をめざします 

宝塚大学は、今ある学部･大学院の基盤を確たるものとするよう教育研究力を今まで以上に充実させるともに、他の学問領域を視野に入れて、時宜を得た新たな

学部･大学院の設置を検討するなど、本学のあるべき姿について幅広く考察し、自律的･持続的に進化する大学像を追究していきます。 

同時に、学修者本位の観点に立って教育活動を推進するとともに、学生一人一人の学修をきめ細やかにサポートすることによって、学生にとって「成長力トップク

ラス」となる大学をめざします。  

〇地域に密着し、産学官連携によって、地域が直面する社会課題の解決に貢献できる大学をめざします 

宝塚大学は、これまでも東京都新宿区はじめとする関東圏や大阪梅田など関西圏で、地域の行政・企業・団体等を連携して、芸術や医療保健の知見を活かして、地

域が直面する課題の解決のために社会貢献活動を展開してきました。 

これからも、引き続き各地域と連携して、社会人にも門戸を広げた産学官連携事業を展開し、地域社会の発展に寄与できる大学をめざします。 

 

３ ビジョン推進のための「3 つの基軸」 

上記のような『宝塚大学がめざす大学像』に基づき、新たな中期計画（2022 年度～2026 年度）では、「3 つの基軸」を立て、2026 年度までの道筋の中で実現

していくためのアクションプランとしています。 

 

（１）第 1 の基軸― 教育の質の充実ときめ細かい学生支援 

グローバルな時代をたくましく生き抜き、豊かな人間力によりメディア芸術、医療・看護の分野を牽引する強い使命感をもった人材を輩出することは、まさに本学

のミッションです。このため、多様性を受け入れたレジリエンスを持ち、専門教育で力を発揮する学生を育成できるよう教養教育を抜本的に刷新します。教育のデジ

タル化を効果的に進め、データ駆動型の教育を必要に応じて組み込むようにします。そして、基礎学力の強化や学修習慣の向上、本学の特徴を活かした魅力ある教

育内容の充実を図ることにより、入学前教育から社会へ送り出すまでの 4 年間の系統的なプログラムによって、学修者本位の教育を提供します。 

本学の教育は職業重視の専門職的な要素を持ち合わせています。したがって、本学が言う「学修者本位」とは、学生が学ぶべきことは何か、身に付けるべきことは

何かを、学生自らがしっかり理解した上で学修し、最終的には学生自身が希望する進路に向けて力強く踏み出していくことだと考えています。このため、一人ひとり

の学生が自らの学びの成果として身に付けた資質・能力を把握でき、振り返ることができるよう全学的なシステムとして制度を構築します。学生と教職員が学修習

熟度をしっかり共有しながら、学修目標の達成状況や学修成果をエビデンスとして把握し、次なる学びのステップとして活かしていきます。そして、教育成果の点検・

評価を実行し、その結果を教育活動の改善・進化につなげるという改革サイクルを本格的に稼働させていきます。メディア芸術、看護のそれぞれで競合する大学間

で、本学がより選ばれる大学となるため、教育の質に関する情報公表により説明責任を果たし、社会からの信頼を得ることに繋げていきます。 

また、学生自らが主体的に学び、希望する進路を実現できるよう学生支援面でのきめ細かいサポート体制を構築します。学生が不安なく充実した学生生活が送れ

るように学習環境面・支援制度面の充実を図ります。身近な存在である教員や学生同士が支えあう関係を強化するとともに、学生支援の諸機関が連携して、学修課

題などを持った学生、特別な支援を必要とする学生に対する支援を充実強化します。加えて、留学生一人一人へのきめ細かいサポート、幅広い学生に対する経済支

援の充実、施設設備面における安全安心なキャンパスづくりなど、都心にあるからこそ様々な出会いや交流が生まれ、学生が明るく伸び伸びと成長できるキャンパ

スとなることをめざします。 

 



   
 

- 6 - 
 

（２）第２の基軸― 研究の深化と社会への寄与 

本学の特色ある研究や有用性の高い研究を推進し、その成果を活かします。学問的成果を研究によりフォローし、それを本学の授業・教育に活かします。また、外部

研究資金の獲得に積極的に取り組むとともに、研究成果やその活用事例を積極的に発信します。さらに、このような取組みを高度な人材を養成する大学院の教育・

研究にも反映させることで教育レベルの向上に活かします。そして、東京メディア芸術研究科における指導体制を充実させるとともに、看護系大学院の可能性につ

いても追求します。 

   研究と並んで社会連携は、教員にとって果たすべき活動の一つです。産学官の連携による地域社会への貢献や、高大連携による学外連携活動の推進により地域

の振興･活性化に寄与します。また、幅広い世代の学び直しの需要の高まりを踏まえ、生涯学習の振興とリカレント教育の推進により様々な学習機会を提供します。 

 

（３）第３の基軸―ガバナンスの強化と持続的組織運営 

少子化による学生数の減少と、学部学科の新設ラッシュのもとで、定員充足は大学経営における最重要命題です。定員充足を果たしている本学としては、より選

ばれる大学として、入学者選抜の改善を進め、本学で学びたい学生・学修意欲の高い学生を受け入れていくことをステークホルダーにアピールしていきます。その

ためにも、デジタルメディアの活用による戦略的広報により、本学の専門性や強みを積極的に情報発信し、「宝塚ブランド」の向上を図ります。 

私立学校法の改正等を踏まえ、学校法人としてガバナンスをより一層強化した責任ある大学運営を行います。経営部門と教学部門の適切な役割分担と協働体 

制によって、機能的なガバナンス体制を確立します。また、大学が組織としての社会的責任を果たし、感染症の流行や災害時など不測の事態においても学生の学び

を保障した教育環境を実現していけるよう、安全安心なキャンパスづくりを進めます。さらに、教職員が働きやすい職場にするためのコンプライアンスを確保すると

ともに、人材の育成及び活性化のための人事･給与制度改革に取り組みます。 

学校法人として経営の根幹となる持続的・安定的な財政運営を進めます。学納金の安定的確保と外部資金の獲得促進を図るとともに、経常経費の抑制を図るこ

とで経常収支の黒字化をめざします。 

また、取りまとめた中期計画に掲げる項目を継続的に改革・改善するために、自己点検・評価等を行い、教職協働による内部質保証システムとして確立させていき

ます。 
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<中期計画の構成 （３つの基軸・10 の基本戦略等）>  

 

〇「宝塚大学ビジョン 2027」における本学がめざすべき大学像に基づき、中期計画（2022 年度～2026 年度）では、「3 つの基軸・10 の基本戦略」を立てて、 

2026 年度までの道筋の中で実現していくためのアクションプランとしている。 

  〇１０の基本戦略の実現するために、具体的に達成すべき目標（中期目標）を定めるとともに、達成するための取り組むべき方策（中期計画）を取りまとめている。  

〇中期目標・中期実行計画に連動させて、毎年度の事業計画を取りまとめることで、 日々の業務運営に至るまでを一貫性のあるかたちで繋げていく。 

 

 

                                     ＜ ア ク シ ョ ン プ ラ ン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆中期計画・2025 年度事業計画に係る自己点検・評価 

宝塚大学ビジョン

2027 

３つの基軸 

10 の基本戦略 
中 期 目 標 中 期 計 画 事 業 計 画 
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基軸 1 教育の質の充実ときめ細かい学生支援 
 

＜基本戦略＞□1  社会の要請に応える質の高い教育の展開 

 次世代の人材を育成する大学として社会の期待に応えていくため、学修者本位の魅力ある教育の提供と学修成果の評価に基づく教育改善により、学生の学びを保証する。 

【中期目標】  □1 -① 魅力あるカリキュラムを編成・実施するとともに、学生の能力・スキル修得のため、基礎学力はもとより、グローバル社会を主体的に生き抜く力

を養成する。 

中期計画 2025 年度事業計画 2025 年度取組・達成状況、評価・課題等 2026 年度事業計画 担当部署 

●本学の特長、強み

を活かした充実し

たカリキュラムの編

成・実施 

〇【看護】2022 年度

の新カリキュラムに

伴う「看護とアート

実習」等の開始によ

り、学生の感性や創

造性を引き出し看

護で活かせる学び

につなげる。 

〇【東京】2024 年度

中のカリキュラム改

編に向けて、大学と

して求められる社

会の要請に応える

ため、授業科目の

改廃やメディア芸

術を軸とする学修

系統の整理等授業

内容の見直しを行

う。 

●本学の特長、強みを活かした充実した

カリキュラムの編成・実施 

【看護学部】 

〇2026 年度施行カリキュラムについ

て、2025 年 5 月を目標に文部科学

省へ申請を行う。 

〇「看護とアート実習」について、円滑に

分野別の臨地実習へと移行できるよ

う、実施時期を再検討するとともに、

学生がより主体的に参加できるよう

内容の検討を行う。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇新カリキュラム初年度につき、学生の

混乱を招かないよう、予め想定される

問題点をあげ、対応に取り組む。 

 

 

 

【看護学部】 

〇2026 年度より施行のカリキュラムについては、

2025 年 7 月に文部科学省に申請し、承認された。 

〇２０２５年度は８月下旬に看護とアート実習を行い、分

野別実習の準備期間を設けた。また、プログラムに作品

づくりの時間を設けて、学生が実習での学びを自由に

表現できるようにした。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2025 年度より新カリキュラムを開始した。大規模な

改編ではなく初年次の基礎科目などを増やしたが、学

生の混乱はなく、本年度を終えることができた。授業評

価アンケートの検証をまとめながら次年度のシラバス

の内容の調整を行うことができた。 

●本学の特長、強みを活かした充実

したカリキュラムの編成・実施 

【看護学部】  

〇2024 年度改訂版看護学教育モ

デルコア・カリキュラムを踏まえ、

次カリキュラムの編成に着手する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇次回のカリキュラム改編に向けて、

ロードマップの設定（各分野のディ

プロマ・ポリシーの設定、現カリキ

ュラムの検証、今後のスケジュール

の確定）を行い、改善点を明らかに

する。 

【看護】 

・教務委 

【東京】 

・教務委 

 

●大学間連携による

単位互換制度等の

推進 

〇【看護】大学コンソ

ーシアム大阪(特定

非営利活動法人)に

よる大学間連携に

●大学間連携による単位互換制度等の

推進 

【看護学部】 

〇「大学コンソーシアム大阪」による単位

互換事業における本学の提供科目に

 

 

【看護学部】 

〇本年度も大学コンソーシアム大阪による単位互換事業

に科目の提供を行った。比較的受講しやすい曜日時限

に設定したが、応募がなかった。オンライン科目による

●大学間連携による単位互換制度等

の推進 

【看護学部】 

〇引き続き、単位互換事業に提供す

る科目を他大学の科目テーマや受

講者数等を参考に検討を進める。 

･大学事務局 

【看護】 

・教務委 

・梅田事務部 

【東京】 
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より、授業交換の仕

組みづくりを行う。 

〇上海中医薬大学と

の連携による本学

の活性化を促進す

る。 

ついて、他大学の開講科目及び時期・

時間割を参考に、引き続き検討する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2025 年度新規科目（予定）「異文化

体験」における海外の大学との連携、

交換留学の実施などの検討を進める。 

単位の補完を希望する受講生が多いなか、本学は対面

の開講であることが関係したのではないかと考える。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇「異文化体験」授業を実施。中国伝媒大学との交互研修

の形が完成した。次年度以降も参加者を募り継続的に

実施を目指す。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、海外研修を実施する。

海外の大学との単位互換、交換留

学などの制度について検討を行

う。 

・教務委 

・東京事務部 

●情報教育科目等の

開講の準備 

〇情報リテラシー、数

理・データサイエン

ス・AI 教育に関す

る科目の開講をす

すめる。 

〇分野･学部等を超え

たカリキュラム編成

を推進するため、リ

ベラル・アーツ教育

や STEAM 教育、

分野･学部等横断カ

リキュラム等を検討

する。 

〇【東京】企業等と協

定等を締結し、イン

ターンシップ科目等

の実施を検討する。 

●情報教育科目等の開講の準備 

【看護学部】 

〇2026 年度改正予定のカリキュラム

に、新学習指導要領「情報」教科の既

修者に対応した情報教育科目を設定

する。 

 

【東京メディア芸術学部 】 

〇「データサイエンス」を AI に関する内

容と情報リテラシーに関する内容に

2 分化し、内容を掘り下げられるよう

な授業展開とする。 

 

 

【看護学部】 

〇2026 年度改訂カリキュラムにおいて、新たに「情報

Ⅱ」科目を必修化し、既存の「情報Ⅰ（旧カリキュラム：

情報処理Ⅰ）」科目と合わせ、新学習指導要領「情報」教

科の既修得者に対応した情報教育科目を設定した。 

 

【東京メディア芸術学部 】 

〇インターンシップの科目を開始し、2025 年度は新宿ク

リアソンとの連携によるインターンシップを実施した。 

〇「データ分析入門」「データサイエンス」の科目は授業評

価アンケートの検証を行い、次年度のシラバスの内容に

改善を反映させた。 

●情報教育科目等の開講の準備 

【看護学部】 

〇2026 年度改訂カリキュラムよ

り、必修科目「情報Ⅰ」及び 2026

年度より必修化される「情報Ⅱ」に

おいて、情報リテラシー、データサ

イエンス、生成ＡＩに関する教育を

提供する。 

 

【東京メディア芸術学部 】 

〇インターンシップ科目の連携企業

の拡大を目指し、現状は教員など

の研究などの連携によって検討を

行っており、さらなる拡大を模索

する。 

【看護】 

・教務委 

【東京】 

・教務委 

 

●教育課程の運用面

における取り組み

の推進 

〇【東京】大学等の教

育の質を向上させ

るため、授業科目を

担当する実務家教

員を今後とも教育

課程の編成に参画

させる。 

〇【東京】主専攻分野

以外の分野の課程

●教育課程の運用面における取り組み

の推進 

【看護学部】 

〇新カリキュラム編成にあたり、科目間

の有機的なつながりを検討し、学生が

必要な能力を確実に身に付けられる

ようにしていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇すべての分野で、卒業研究につなが

る履修モデルを設定し、そのモデルを

 

【看護学部】 

〇カリキュラム検討ワーキンググループを立ち上げ、新カ

リキュラムにおけるカリキュラムマップの作成に着手し

ている。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇カリキュラム編成や授業運営に実務家教員が参画して

おり、あわせてカリキュラムの内容の検証を行った。 

〇卒業研究につながる履修モデルは本年度からより明確

に学生に提示した。さらに、本年度より開始した分野基

●教育課程の運用面における取り組

みの推進 

【看護学部】 

〇新カリキュラムにおけるカリキュラ

ムマップを作成する。 

 

  【東京メディア芸術学部】 

〇新カリキュラム１年目の内容を検証

し、改善点の洗い出しを行う。 

【看護】 

・教務委 

【東京】 

・教務委 
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を体系的に履修す

ることができるよ

うな仕組みの導入

を検討する。 

〇教材等について、オ

ープンな教育リソ

ースの活用ができ

るよう組織的な提

供体制づくりを行

う。 

ベースにゼミごとの履修指導が進めら

れるよう整備を行う。 

 

礎を 2 科目以上履修させる指導を行っている。そのた

め、希望分野以外の履修モデルや分野の体系化を授業

内外で学生に伝えるようにしている。 

●社会変化に柔軟に

対応した教養教育

等の強化 

〇入学前教育を大学

の初年次教育と結

び付け、体制の充

実を図る。 

〇【看護】理系基礎学

力の向上のための

入学前教育におけ

る生物学講座とキ

ャリア教育Ⅰにおけ

る「看護とサイエン

ス」の充実を図る。 

〇両学部連携による

特色ある教養教育

を推進する。 

〇グローバル人材の

育成のため、英語

運用能力等実践的

な語学力の強化と

伝統文化等への理

解を深める。 

〇入学者選抜におい

て、学生の資質を

多面的・総合的に評

価し、入学後に多様

な学生の能力を伸

長するための取組

●社会変化に柔軟に対応した教養教育

等の強化 

〇教養教育の見直しを含む新たな教育課

程について、東京メディア芸術学部にあ

っては 2025 年度入学者から、看護学

部にあっては 2026 年度入学生から

の適用を予定している。 

 

【看護学部】 

〇2025 年度入学生より、入学前教育の

事前課題を読解力や要約力を重視した

教材に変更する。また、引き続き事前課

題を用いた授業を実施し、その効果を

検証する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇新カリキュラムの実施と検証を行い

つつ、分野ごとに、卒業までに身に付

けることを求める能力目標、いわゆる

ディプロマ・ポリシーを定める。また、

次回のカリキュラム改編に向けた情

報整理を行う。 

 

 

 

【看護学部】 

〇2026 年度以降カリキュラムにおいて、学修効果を鑑

み、科目構成の見直しを行い、教養教育を含めた基礎

分野科目の整理を行った。 

○2025 年度入学生より、入学前教育の事前課題を読解

力や要約力を重視した教材へと変更した。その効果に

ついて学力との相関等を含め、検証を行った。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇入学前教育は初年次教育との結び付けと、PC 基礎ス

キル（office 系ソフトと Teams 使用ガイド）を実施。

また、オリエンテーションも兼ねてコミュニケーションを

積極的に行わせることにより、退学予防にもつながっ

ているため、今後も実施していく。 

〇12 月以前の合格者・入学予定者に関しては 2024 年

度より進研アドによる「学問サキドリプログラム」を採

用。新入生の「学習習慣」「学習意欲」の高低を評価して

いる。内容のフィードバックも教職員で実施している。（ 

〇教養教育は新カリキュラムの教養科目を整理した。内

容の検証は次年度以降となる。 

〇分野ごとのディプロマ・ポリシーを分野ごとに調整した

ものの、次回のカリキュラム改編の日程や基本方針を

定めるために、2026 年度に作成を延期した。 

 

 

●社会変化に柔軟に対応した教養教

育等の強化 

【看護学部】 

〇2026 年度より教養教育推進委

員会にて、入学時に理科・数学・国

語の学力試験を実施する予定であ

る。一定の学力に満たない学生に

対する支援体制の構築、成績デー

タを活用した専門科目履修に伴う

問題点の抽出、学修相談窓口の設

置により、基礎学力の向上と円滑

な専門科目学修の促進を図る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇これまでの内容を継続した入学前

教育を進めつつ、必要な改善を模

索していく。 

〇教養科目の改編に伴い、授業評価

アンケートなどをもとに授業改善

を計画する。 

〇次回のカリキュラム改編のために、

学部のディプロマ・ポリシーを達成

するための分野ごとの能力目標の

設定を行う。 

   また、分野ごとの軸を定めて次回の

カリキュラム改編の計画を進める。 

 

【看護】 

・教務委 

・教養教育委 

【東京】 

・教務委 
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（評価と初年次教育

が連動しているな

ど）を行う。 

〇前年の 12 月以前

に入学手続きを取

る入学予定者に対

し、入学前に取り組

むべき課題を提示

し、提出を求める。 

●主体的・協働的な学

びとなるアクティ

ブ・ラーニングの推

進 

【数値目標: アクティ

ブ・ラーニング型科目

の実施率】 

〇すべての開講科目

でアクティブ･ラー

ニング的要素を取

り入れる。 

●主体的・協働的な学びとなるアクティ

ブ・ラーニングの推進 

【数値目標: アクティブ・ラーニング型科

目の実施率】  

【看護学部】 

〇既に導入しているアクティブ・ラーニ

ングについて、その効果の検証等によ

り、より効果的な手法を検討する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇アクティブ･ラーニングの導入率及び

アクティブ･ラーニングの種別の偏り

を確認し、改善を図る。 

 

 

 

 

【看護学部】 

〇2025 年度：118 科目中 107 科目でアクティブ・ラー

ニングを導入している（90.7％）。  

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2025 年度：301 科目中 285 科目でアクティブ・ラ

ーニングを導入している（95.0％）。 

●主体的・協働的な学びとなるアク

ティブ・ラーニングの推進 

【数値目標: アクティブ・ラーニング型

科目の実施率】  

【看護学部】 

〇アクティブ・ラーニングの実施率を

維持しつつ、その効果の検証を行

い、学修効果の向上を図る。 

〇看護科目におけるシミュレーション

教育を推進していく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、アクティブ・ラーニング

を前提としたカリキュラム編成を

実施する。 

【看護】 

・教務委 

【東京】 

・教務委 

 

●遠隔・オンライン授

業を組み入れたハ

イブリッド型教育の

実施 

〇遠隔授業の導入の

中、学修者本位の教

育を実現するため、

ハイブリッド型教育

の仕組みづくりを確

立する。 

〇双方向型遠隔授業

の拡充や自主学習

支援等全学的なネ

ットワークを充実す

●遠隔・オンライン授業を組み入れたハ

イブリッド型教育の実施 

【看護学部】 

〇LMS（教務システム）を用いて学修に

おける目標を設定し、適宜評価を行

う。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇基本的に、実習・演習科目は対面実施

とし、外国語科目は対面実施をメイン

とするが、その他の講義科目などに

ついては繰り返し視聴することで理

解度が深められることも考えられる

 

 

【看護学部】 

〇LMS（教務システム）を用いて学修における目標を設定

し、適宜評価を行うべく、LMS（教務システム）の整備を

行った。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇ハイブリッド型科目やオンライン授業はこれまでの経験

により、研究・研修等の全体で共有する機会は設けられ

ていないが、各教員でも見識は蓄積されている。 

●遠隔・オンライン授業を組み入れた

ハイブリッド型教育の実施 

【看護学部】 

〇オンライン教育を推進しつつ、自己

主導型学修の支援を行う。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、実習・演習科目・外国語

科目は対面実施をメインとし、その

他講義科目では繰り返し試聴する

ことによる理解の深化が見込まれ

るため、オンライン授業の活動も実

施する。知見が積まれているオン

・情報 C 

【看護】 

・教務委 

・梅田事務部 

【東京】 

・教務委 

・東京事務部 
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る（テクニカルサポ

ート体制の構築、全

学アカウント認証シ

ステムの導入等）。 

〇【東京】コロナ禍の

経験を活かして、遠

隔授業の比率を明

確にし、学生の履修

に多様性や効率性

を付加する。 

ため、遠隔授業実施も視野に入れ、各

授業における期待する成果が損なわ

れない形での調整を行う。 

〇学部教育における効果的なオンライ

ン教育のノウハウに関し、研究・研修

等の機会を設ける。 

 

ライン授業の効果などを参考に、

より教育効果のある内容に継続的

に改善を行う。 

 

 

【中期目標】 □1 -② ３つのポリシーに基づき、学修者本位の教育を実施するため、教学マネジメント体制の確立を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画     2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●学長のリーダーシッ

プのもと、教学マネジ

メント体制による教

学改革の推進 

〇国の「教学マネジメ

ント」指針（令和 2

年 1 月 中教審大学

分科会）を踏まえ、

教学改革に取り組

む。 

〇授業を担当する専

任教員等に対し、テ

ィーチング・ポート

フォリオの作成を導

入するとともに、教

育改善又は教員等

の教育業績の評価

に活用する。 

●学長のリーダーシップのもと、教学マネ

ジメント体制による教学改革の推進 

【東京メディア芸術学部】 

〇新カリキュラムによる教育の充実と旧

カリキュラムが適用される学生に対す

るフォローを徹底する。ティーチング・

ポートフォリオの適切性の確保に向け

て改善に努める。 

 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇新カリキュラムがスタートし、履修学生に対するフォロー

も徹底した。分野基礎など学生の進路選択、キャリアに対

するマインドセット構築ができた。次年度に向けて分野ご

との内容調整などが課題。ティーチング・ポートフォリオ

などの改善は引き続き行う。 

●学長のリーダーシップのもと、教学マ

ネジメント体制による教学改革の推

進 

○学修者本位の大学教育の実現に向

けた内部質保証の体制づくりのた

め、以下の教学改革を推進する。 

・全学的な教学マネジメントとして                                                                                                                      

改善する制度的枠組みの明確化 

・FD・SD・IR と学位プログラム、          

教学マネジメントとの接続を構築 

・全学の内部質保証推進に責任を

負う組織体制を規程上に明確化。

自己点検・評価が質保証よりも内

部管理に近い位置づけである点を

改め、内部質保証体制を再構築。 

 

【看護学部】 

〇新カリキュラムに基づき、学生、教員

ともにティーチング・ポートフォリオ

の適正な導入と運用の活性化を図

る。 

〇看護学教育評価に向けて、可視化さ

れた学生からのデータに基づく組織

的取り組みの整備を行う。 

 

学長 

【看護】 

・学部長 

【東京】 

・学部長 

大学事務局長 

教学改革部長 
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 【東京メディア芸術学部】 

  〇2029 年度のカリキュラム改編に向

けて、分野ごとの到達目標等の再定

義を進め、教育の可視化に向けた取

り組みを進める。 

〇引き続き、ティーチング・ポートフォ

リオに関わる改善を進める。 

●ディプロマ・ポリシ

ーとカリキュラム・

ポリシーの一体性･

整合性の確保 

〇ディプロマ･ポリシ

ー、カリキュラム･ポ

リシーの両者が内

部質保証の観点か

ら説明責任が果た

せるポリシーになっ

ているか、必要に応

じて検証・見直しを

する。 

●ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・

ポリシーの一体性･整合性の確保 

【看護学部】 

〇ディプロマ・ポリシーのルーブリック評

価を LMS（教務システム）上で実施継続

する。 

〇ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポ

リシーとの一体性や整合性の再度の見

直しを行い、新カリキュラム作成を完了

する。完了後は移行への準備を進める。 

 

【助産学専攻科】 

〇学修の質保証や実践能力強化のため、

引き続き「助産師に求められる実践能

力と卒業時の到達目標と到達度」「助産

師に求められる実践能力と卒業時の到

達目標と到達度目標」と「助産師教育の

技術項目と卒業時の到達度」での学修

並びに実践能力評価を行う。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇カリキュラム改編に合わせた分野ごと

のディプロマ・ポリシーを定め、カリキ

ュラムとの適合性を図る。 

 

 

【看護学部】 

〇LMS(教務システム)上でのディプロマ・ポリシーのルーブ

リック評価は実施には至っていない 。  

〇ディプロマ・ポリシー達成度の向上を図るため、授業科目

を整理し、教育課程の見直しを図った。2026 年度より

カリキュラム改訂を文部科学省に申請し、承認された。 

 

【助産学専攻科】 

〇「助産師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到

達度目標」と「助産師教育の技術項目と卒業時の到達度」

を用いて実習開始前・実習中・実習終了後に学修並びに

実践能力評価を行った。到達度が満たない項目について

は実習途中に実習施設の配置変更を行い一定の到達が

得られるようにした。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇カリキュラム調整に時間が割かれ、分野ごとのディプロ

マ・ポリシーの最終的な調整が完了しなかった。 

●ディプロマ・ポリシーとカリキュラ

ム・ポリシーの一体性･整合性の確

保 

【看護学部】 

〇ディプロマ・ポリシーのルーブリック

評価を LMS(教務システム)上で実

施し、学修の成果を蓄積できるよう

にする。 

〇ディプロマ・ポリシーと授業科目との

関連性を明確化する根拠とするた

め、ディプロマ・ポリシーを構成要素

に分解し、各要素をコンピテンシー

（資質・能力）として定義する。 

 

【助産学専攻科】 

〇引き続き、「助産師に求められる実践

能力と卒業時の到達目標と到達度目

標」と「助産師教育の技術項目と卒業

時の到達度」を用いて学修並びに実

践能力評価を行う 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇分野ごとのディプロマ・ポリシーの策

定と科目ごとのティプロマ・ポリシー

の反映の整合性の確認を行う。 

   【看護】 

・学部長 

・専攻科長 

【東京】 

・学部長 

 

【中期目標】 □1 -③ 学生の学修成果の測定･評価により、教育課程を改善するための改革サイクルを確立する。 

中期計画 2025 年度事業計画     2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 
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●科目間の成績評価

基準の平準化によ

り、 学業成績を総

合的に判断する

GPA 制度の活用 

〇GPA 及びルーブリ

ック評価を活用し

て次の取組を実施

し、成績評価の妥当

性･信頼性の向上を

図る。 

・【東京】学部共通の

成績評価ガイドライ

ンの作成 

・成績不振者に対す

る個別学修指導の

継続 

・【東京】進級判定又

は卒業判定 

・授業科目履修者に

求められる成績水

準の設定 

・成績評価基準の平

準化の実施 

・奨学金制度による

支援のための活用 

●科目間の成績評価基準の平準化によ

り、 学業成績を総合的に判断する

GPA 制度の活用 

【看護学部】 

〇科目間の成績評価基準の平準化につ

いて、指針策定に向け検討する。 

〇学修指導要領（案）をもとに、学生指

導が効果的に実施できるよう教員間

で統一する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇ルーブリック評価システムの改善を引

き続き検討する。 

〇成績不振学生とする基準としての

GPA の見方に改善の余地があるか

を確認する。 

〇2025 年度より奨学金やスカラシッ

プの継続要件に GPA を積極活用す

ることを盛り込み、施行させる。 

 

 

 

 

 

 

【看護学部】 
〇科目間の成績評価基準の平準化については、検討は進

んでいないが、下地となるディプロマ・ポリシーと授業

科目との関連についての制定については進めている。 

〇学部としての学生指導マニュアル（学修指導要領）の作

成は、分野における学修指導内容の差が大きいため、

作成はしないこととした。しかし、教務委員会内で学修

指導についての問題事例については話し合いを行い、

改善に努め、統一を図るように努めた。前期・後期

GPA が全体の 4 分の１以下である学生を対象に、チュ

ーター制度を用いて、早期の学修指導を行っている。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇ルーブリック評価システムの改善は、人員の関係から本

年度は実施できなかった。 

〇授業毎のディプロマ・ポリシーと、分野や科目単位での 

ディプロマ・ポリシーの偏りがあるかを IR 推進委員会

に依頼し、基礎データを取ることができた。 

〇成績不振学生のための GPA の見方だが、指定校など

の入学者の成績推移などを調べるために使用した。し

かし、GPA 全体の使用方法に関してはまだ改善のため

の調査に踏み込めなかった。 

〇スカラシップや奨学金の継続要件に GPA の活用を盛

り込んだ。 

●科目間の成績評価基準の平準化に

より、 学業成績を総合的に判断す

る GPA 制度の活用 

【看護学部】 

〇科目間の成績評価基準の平準化に

向け、具体的な手法を検討する。 

〇教務委員会内で学修指導の問題事

例についての話し合いは継続す

る。また、教員間の指導の統一が

図れるように、他教員の授業に入

り、教員同士がピア・ラーニングで

きる場を作っていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学部だけでなく、分野ごとのディ

プロマ・ポリシーを整頓し、成績評

価の改善のために検証を行う予定

であり、その作業・検証を行うため

の体制の改善を行う。 

【看護】 

・教務委 

・学修支援室 

【東京】 

・教務委 

 

●アセスメント･ポリ

シー(アセスメント

プラン)による学修

成果の点検･評価と

可視化 

〇アセスメント･ポリ

シー(アセスメント

プラン)に基づき、

学生調査、ルーブリ

ック評価等による

●アセスメント･ポリシー(アセスメント

プラン)による学修成果の点検･評価

と可視化 

【大学共通・補助金対応】 

〇卒業生アンケートの回収率 85％を目

指すとともに、その結果を教育活動の

見直しに活用する。 

〇ディプロマサプリメント及び学習歴証

明のデジタル化に向け、既存システム

 

 

 

【大学共通・補助金対応】 

〇2024 年度卒業生に対するアンケートの回収率は、東

京メディア芸術学部では 85％だったものの、大学全

体としては 85％には届かなかった。また、結果内容を

教育活動等の見直しに活用している。 

●アセスメント･ポリシー(アセスメン

トプラン)による学修成果の点検･

評価と可視化 

【看護学部】  

〇ディプロマサプリメントについて具

体的な検討の前段階として、他大

学事例の収集と導入効果の検討を

行う。 

〇各種調査の分析結果を大学全体で

【看護】 

・教務委 

・IR 推進委 

・学修支援室 

【東京】 

・教務委 

・ＩR 推進委 
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点検・評価及びフィ

ードバックを実施す

る。 

〇学修成果等の可視

化として、ディプロ

マサプリメント（学

位証書・成績証明書

の補足資料）の取組

を検討する。 

〇学修成果や学修成

果に関する情報に

ついて、企業･医療

関係機関等と意見

交換を実施する。 

の活用もしくは新システム導入のため

に必要な経費等の積算を行う。 

 

【看護学部】  

〇各種学生調査内容の点検・評価を行

い、調査を実施するとともに、より適

切な検証を進めるために、分析結果

の活用に向けたフィードバックの具体

化を進める。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇ディプロマサプリメントについて、そ

の有用性を確認し、実現可能性を探

り、学部としての一定の結論を得る。

その上で、ディプロマサプリメントの

学生への提示について、根拠となる

基準を明確にできるよう調整を図る。 

〇ディプロマサプリメントについては、両学部とも具体的

な検討は進んでいない。 

 

【看護学部】 

〇学修成果の点検・評価と可視化の取り組みとして、

2026 年度より、ディプロマ・ポリシー到達度を

UNIPA 上で学生に開示できるよう、設定を行った。 

〇各種調査（卒業生調査、採用病院調査、全学年学修行動

調査、卒業時調査）の内容の検討を行い、調査を実施し

ている。分析結果を教授会で報告し学部への提言を行

っている。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2029 年度に改正が見込まれている大学機関別認証

評価制度への対応として、ディプロマサプリメントを導

入することを決定した。2026年度より、必要な検討に

着手する。 

○卒業後満 3 年経過者を対象に卒業生調査を実施した。

回答率は 15.5%（15/97）。 

共有し、学修成果の点検を進める。 

〇本学の今後の教育に寄与できるよ

うな卒業生調査の内容・方法を検

討するとともに、回収率50％以上

を目指す。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇ディプロマサプリメントの導入効果

に関する検討結果に基づき、具体

的な導入に関する検討を行う。 

●IR による検証・分

析の充実 

【数値目標：学生アン

ケート調査】 

〇IR 担当による分析

結果を教育課程の

適切性の検証と教

育改善に積極的に

活用する。 

〇学生アンケート、授

業評価アンケート等

を活用し、遠隔授業

等の検証や評価を

通じて知見を深め、

本学ならではの効

果的な教育や授業

のあり方として活

かしていく。 

●IR による検証・分析の充実 

【数値目標：学生アンケート調査(対象)

教育や学生生活の満足度、身につけた

知識や能力】 

【看護学部】  

〇適切な検証に用いることができるよ

うに各種調査内容の精査を継続する

とともに、アンケート分析結果の活用

に向けた提言と学生へのフィードバッ

クの具体化を検討する。  

〇学部で実施しているすべてのアンケ

ートの集約を検討する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇履修を取りやめるに至った要因を明

確にし、各授業を評価できるように調

整する。 

 

 

 

 

【看護学部】 

〇卒業生調査、全学年学修行動調査、卒業時調査を実施

し、分析結果は教授会で提言した。卒業生調査、卒業時

調査結果は教務委員会へ積極的に進言し、教育課程へ

の改善につなげる必要がある。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇入試結果、学生アンケート及び授業評価アンケートの結

果を分析し、入試区分と入学後の成績の相関を分析し

た。引き続き、分析を続けて学生の各種属性と成績の

相関を調査する。 

○「履修取り消し」の要因分析は未着手。 

○５つの専門分野毎の成績評価の分布・偏りを調査した。

●IR による検証・分析の充実 

【数値目標：学生アンケート調査(対

象)教育や学生生活の満足度、身に

つけた知識や能力】 

【全学】 

○本学における IR 機能を、学位プ

ログラムの教育活動に即した分析

を基礎としつつ、それらを全学的・

横断的視点から統合・整理し、全

学的な教学マネジメント及び内部

質保証を支える基盤的機能として

位置づける。 

○この目的達成のため、IR を各学部

教授会傘下の委員会から切り離

し、データを分かりやすく視覚化す

る BI ツール「Tableau」を活用し

た全学的組織として再構築する。

【全学】 

・教学改革部 

【看護】 

・ＩR 推進委 

【東京】 

・ＩR 推進委 
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〇「学年の傾向」に留まってしまってい

る部分を、入試方式や、出身校（地）、

所属分野等と複合的に調査できるよ

う働きかける。 

〇学生アンケート、授業評価アンケート

を活用した、成績不振の学生に着目し

た分析を継続して行い、困難を抱える

学生を支える方策について検討を進

める。 

この分析により、特定の分野の科目が「良い成績を取り

やすい（またはその逆）」といった傾向があるかどうか

を明らかにした。 

この制度設計の構築によって本学

の IR は、 

・各学部に根差した分析を行う 

・全学的な観点から課題を可視化 

・教学に関する意思決定や改善検

討に資する材料を提供することの 

できる「自らデータに基づいて大

学の現状を明らかにする 機能」の

搭載と一層の拡充が期待される。 

 

【看護学部】  

〇各種調査（卒業生調査、全学年学

修行動調査、卒業時調査）を継続し

て実施する。 

〇教育課程の評価として積極的な改

善に取り組めるよう、調査分析結

果を活かしていく。 

〇学部内全アンケートの集約と管理

を徹底する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、各種調査・学生データを

活用して教育効果の検証を進め

る。 

●FD による授業方

法･内容の向上 

【数値目標：FD 実績

（研修実施･受講）】 

〇組織的かつ体系的

に FD を実施し、

教育を行う専任教

員等は、年に１回以

上の参加を必須と

する。 

〇学生による授業評価

アンケートの結果を

用いて、授業の改善

●FD による授業方法･内容の向上 

【数値目標:FD 実績（研修実施･受講）】 

【看護学部】 

〇授業の質の向上のための教育に関する

研修を実施する。また、多様な学生の視

点について知り、学ぶ機会を作る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、学生の授業に対する要望に

合わせ、授業の質の向上を目指し教育

方法に関する研修を検討する。 

 

 

【看護学部】 

〇2025 年 8 月 20 日に研修テーマ 「学生のモチベー

ションと主体的な学びを促す教育実践を考える」（講

師：関西大学教育推進部 山田剛史教授）を実施し、グル

ープワークを通して教育実践を学んだ。録画視聴を含

め専任教員出席率 100%を達成した。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇 2025 年 9 月 16 日に研修テーマ「留学生対応（多文

化コミュニティへの橋渡し）」（講師：横浜市立大学グロ

●FD による授業方法･内容の向上 

【数値目標:FD 実績（研修実施･受講）】 

○以下により、大学設置基準（令和 4

年度改正）との整合性を担保する。 

・FD 及び SD を教学マネジメント

及び内部質保証を支える基盤的

取り組みとして再定義する。 

・教員と職員の役割分担及び協働

のあり方を、教育研究実施組織

の考え方に基づいて整理する。 

・その制度的位置づけを、学則及

び関連規程に明確に位置づけ

る。 

【全学】 

教学改革部 

【看護】 

・FD・SD 推進委 

【東京】 

・FD・SD 推進委 
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を図るための制度的

取組みを行う。 

〇公開授業（授業見

学）を実施する。 

 

  また、科研費など外部資金の獲得を

含めた研究活動や環境の醸成のため

の研修を検討する。 

ーバル都市協力センター 鈴木綾乃准教授)の FD 研修

会を企画・実施した。対面・録画視聴を含め出席率

100％を達成した。 

○後期（２回目）の FD 研修会はアンケート結果に基づき、

「教員間の相互授業見学」を教員の教育手法の幅を広

げるとともに、学内の横断的なつながりを強化する目

的で実施した。アンケート結果などから開催時期の調整

は必要だが、本研修の目的が果たせたと考える。 

〇科研費など外部資金の獲得を含めた研究活動、環境の

醸成のための研修は随時視聴できるオンデマンド方式

が良いのではないかと検討をした結果、２０２６年度に

実施する。 

 

【看護学部】 

〇授業の質の向上のための教育に関す

る研修を実施する。また、多様な学

生の視点について知り、学ぶ機会を

作る。 

○年間を通じて最低 1 回は専任教員

の出席率 100％を達成する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、学生の授業に対する希求

に合わせ、授業の質の向上を目指

し、教育方法に関する研修を検討す

る。 また、科研費など外部資金の獲

得を含めた研究活動、環境の醸成の

ための研修は、随時視聴できるオン

デマンド方式での実施を引き続き検

討する。  

＜基本戦略＞□2  学生一人一人へのきめ細やかなサポート 

  学生に、学修する者としての責任と覚悟を求めるとともに、学生が学ぶべきこと、身に付けるべきことを自らが理解・納得し、希望する進路に向けて充実した学生生活が送れるよ

うサポートする。 

【中期目標】 □2 -➀ 一人一人の学生が自らの学びの成果として身に付けた資質・能力を把握でき、振り返ることのできる仕組みづくりを展開する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●学生に寄り添った

学修・学生支援体制

の確保 

〇個別性を重視した

学生への指導助言

及び充実したキャン

パスライフが送れる

よう学修支援・学生

支援体制の強化を

図る。 

〇【東京】TA、LS（初

年次教育専門の学

生スタッフ）制度を

●学生に寄り添った学修・学生支援

体制の確保 

【大学共通・補助金対応】 

〇受け入れ実績のある医療機関や企

業等と連携し、多様な背景を持っ

た学生の学修の継続や卒業後の活

動推進を目的とした就学支援を行

う。 

 

 

 

 

 

 

【大学共通・補助金対応】 

〇看護学部においては、実習施設連絡協議会を開催して、

テーマに沿ったグループ・ディスカッションを行った。東京

メディア芸術学部においては、学修成果に関して企業等

との意見交換は実施できていない。 

 

【看護学部】 

〇新入生調査、卒業生調査、採用病院調査、全学年学修行

動調査、卒業時調査を実施し、分析結果は教授会で提言

した。その結果をもとに、教育に関する評価を受け、教員

●学生に寄り添った学修・学生支援

体制の確保 

【看護学部】 

〇各種調査（新入生調査、卒業生調

査、採用病院調査、全学年学修行

動調査、卒業時調査）の継続、調査

分析結果の学部全体での共有、学

修･学生支援の取り組みに活かせ

るような分析をさらに推進する。 

〇合理的配慮における対象学生に対

する配慮事項や具体例等につい

て、教職員への共有をより一層図

る。 

【看護】 

・学生委 

・教務委 

・IR 推進委 

・学修支援室 

【東京】 

・学生委 

・教務委 

・ＩR 推進委 

・学生支援室 
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活用し効果的な学

修支援を実施する。 

〇学生が必要に応じ

て受けられるカウン

セリングなどによ

り、心身の健康の充

実を図る。 

〇学生アンケート調査

の結果を検証し、学

修･学生支援の取り

組みに活かす。 

【看護学部】 

〇合理的配慮において、対象学生に

対する配慮事項の教職員への周知

方法の改善を検討する。 

〇引き続き、学部長、学生委員長、学

修支援室による対策会議を開催

し、学生支援につなぐとともに、チ

ューター、学修支援室、学生相談室

と連携を強め学生支援にあたる。 

〇学生が意見を言える環境整備を進

め、学生意見箱については前期後

期ガイダンスでさらなる周知を図

る。 

〇学生アンケートの結果を分析し、学

部全体で共有するとともに、学修･

学生支援の取り組みに活かせるよ

うな分析をさらに推進する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇合理的配慮の提供・公表について、

対応要領等に基づき全ての教職員

が適切に対応できるよう、整備の検

討を続ける。また、それぞれの学生

に合った対応の実施を実現するた

め、カウンセリングルームや学生支

援室との連携をより強める。 

〇TA、LS（初年次教育専門の学生ス

タッフ）制度を活用し、1 年次生に

対して効果的な学修支援を実施す

る。 

〇学生が必要に応じて受けられるカ

ウンセリングや学生支援などの環

境整備を進め、心身の健康の充実

を図る。 

〇メンタルの不調と学業成績の不調

が相互に関連しているという結果

を踏まえたうえで、学生をサポート

自身が修正を行い進めている。また、事務やハード面に関

する評価に関しては、少しずつ改善を行っている。 

〇合理的配慮の対応窓口として学修支援室が位置付けられ

ている。多様な学生に対応するために、今年度も学修支

援室として積極的に JASSO 等の外部研修を受講し、他

学の実践事例を共有することができた。支援室としての

対応スキルの向上と学内の組織的対応力を高めることが

できた。 

〇本年度も学部長、学生委員長、学修支援室による対策会

議を定期的に開催し、支援が必要な学生の状況を共有し

た。支援の必要な学生への早期対応につながり、複数部

署で連携した継続支援を実施した。しかし、1・2 年次生は

学修・生活面ともにサポートを必要とする場面が多いが、

現行体制では十分に対応できないケースがみられた。 

〇前期・後期ガイダンスにて意見箱の利用方法を周知し、対

応フローチャートの作成や投稿通知機能の設定によって

迅速な対応を可能にするなど、学生が意見を表出しやす

い環境整備を進めた。その結果、学生からの意見提出は

増加し環境改善に一定の効果がみられた。 

〇IR 推進委員会の学生アンケートを分析し、結果を具体的

な施策に反映する仕組みづくりや、学生へのフィードバッ

ク強化が課題である。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2025 年度新入生アンケートの結果から、精神的な不安

を抱える学生が多いことが明らかとなった。結果は教授

会を通じて各ゼミ担当教員に共有され、それぞれのゼミ

における学生指導に役立てられている。 

○合理的配慮の体制整備は概ね順調に進展しており、教職

員の意識も向上していると評価できる。一方で、対応の

標準化と柔軟性の両立が課題である。教職員に対して

は、学生支援に関する情報共有や事例研修（2024 年度

FD 研修）を実施し、理解促進と適切な対応の徹底を図っ

ている。また、カウンセリングルーム及び学生支援室との

連携を強化し、学生個々の状況に応じた支援体制の充実

に努めている。 

○ TA 及び LS（初年次教育専門の学生スタッフ）による学

修支援は継続的に実施されており、学修面での支援が効

果的に行われている。LS は初年次教育の一環として、授

〇学部長、学生委員長、学修支援室

による「対策会議」を開催し、学生

支援につなぐとともに、チュータ

ー、学生相談室との連携を強め、

学生支援にあたる。 

〇学生委員会の学年担当の役割を明

確化し共有することで、特に 1・2

年次生への支援体制を強化する。 

〇意見を表出しづらい学生にも配慮

し、意見箱に加えてチューター・学

修支援室・学生相談室など多様な

相談ルートとの連携を強化する。 

〇IR 推進委員会の学生アンケート結

果を踏まえ、学長と学生が直接対

話できる場を設け、学生の声を大

学運営に反映させる機会を作る。 

〇入学後の学び（特に専門基礎、専

門科目）について、相談できる体制

を整えていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

○合理的配慮については、今後も教

職員研修や支援室との連携強化を

通じて、より実効的な運用を目指

す。 

○TA・LS（初年次教育専門の学生ス

タッフ）への研修内容の充実を図

り、支援の質の向上を目指す。 

○学生支援ニーズの多様化に対応す

るために、支援スタッフの専門性

向上や外部機関との連携強化を目

指す。 

〇心身の不調に対する学生のケア体

制の充実度は、他大学と比べても

引けを取らないが、さらなる対策

が必要なため、改善案を模索する。 
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するための効果的な方策について

IR 分析を進める。 

業補助や授業内イベント（展示やファッションショーなど）

支援などに積極的に関わり、学生同士のつながり形成に

も寄与している。 

○カウンセリングルームや学生支援室における相談体制を

強化し、学生が安心して利用できる環境づくりを進めて

いる。特に、メンタル面のケアや生活上の不安への早期対

応を目的として、相談受付体制の拡充や周知の徹底を行

っている。〇メンタル不調などに関して、心身の不調によ

り就学や学業、さらに就職活動に困難を生じる学生は増

加傾向にある。留学生からのメンタル不調の報告も多い。

特に美術系学部としてこれらの内容は他大学もまだ充実

していない部分でもあるため、今後の検討が必要であ

る。 

●大学の教育活動へ

の学生の参画 

〇大学の教育活動へ

の学生の参画を促

す仕組みを構築す

る。 

〇教育プログラム設

計、大学運営や自己

点検評価の過程等

で学生が大学の意

思決定に参画する

機会を設けること

を検討する。 

〇学生を TA･SA･LS

などの教育サポート

スタッフとして活用

するために、その業

務内容や研修・マニ

ュアル等について充

実を図る。 

●大学の教育活動への学生の参画 

【看護学部】 

〇SA 制度を継続して実施する。 

〇学修支援室では、テーマを決め「質

問会」を実施するなど、学年をまた

いだ学生交流できる場を提供す

る。また、在学生の協力を得て新入

生ガイダンスにて使用する学修支

援室紹介動画の作成を行う。 

〇チューター制度を利用した異学年交

流とサークル活動を活性化させるこ

とで学生間の信頼関係の構築を促

進する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇情報の整理整頓を行い，学生がよ

り支援にアクセスしやすい環境を

整え、指導を行えるようにする。 

〇創作活動支援制度などの周知のた

め、報告会や活用事例の公開など

を積極的に行う。 

〇学生サポートスタッフに求められる

業務内容やスキルについて再度検

討し、より効果的な研修を検討す

る。 

 

【看護学部】 

〇本年度、SA 制度を利用した科目はなかったが、入学予定

者茶話会に在学生が参加し、教育活動の一環として、入

学予定者への情報提供や交流支援を行った。 

〇「質問会」という形式はとれていないが、学修支援室内に

おいて、学年をまたいだ交流の場としての機能は果たして

いる。３年次が１年次に対して学修指導を行う等より高め

あう姿もしばしば見られる。 

〇新入生のガイダンスにおいて学修支援室の紹介ビデオを

作成。上級生が出演し、学修支援室の活用方法などを語っ

てもらった。上級生にとってもよりよい学修環境づくりへ

の意識を高めるよい機会となった。  

〇チューター制度については、前期・後期の面談を実施し、

学生の状況に応じた個別面談や、連絡がつかない学生へ

のフォロー体制として学修支援室チューターとの連携シ

ステムも確立してきた。 

〇異学年交流については、チューター面談を通じて学生の

実態や要望を把握したところ、学生自身の希望は少ない

ものの、それぞれのグループで交流が行われていた。 

〇サークル活動については、3・4 年次生がリーダーの場合

に活動が活発でないケースがあり、特に運動系サークル

は梅田の立地上、体育館の確保が難しい状況にあること

が課題として残った。 

 

●大学の教育活動への学生の参画 

【看護学部】 

〇学修支援室として、学生委員会等と

の連携を図り、行事等を通して学年

をまたいだ交流ができる場づくり

を提供する。 

〇学生からの視点を取り入れ、活用し

やすい学修支援室の新入生ガイダ

ンス用紹介動画を作成する。 

〇サークル活動の現状を可視化し、活

動を活発化させるための支援や促

しの方法を検討する。 

〇チューター制度を活用した異学年交

流の機会をさらに検討し、学生間の

つながりや信頼関係の構築を促進

する。 

〇チューター面談を通して支援が必要

な学生を抽出し、サポート体制を確

立する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学生支援情報の可視化と利便性

のさらなる向上を進めていく。 

〇創作活動支援制度の利用が特定

の学年や領域に偏る傾向があり、

・大学事務局 

【看護】 

・学生委 

・学修支援室 

【東京】 

・学生委 

・学生支援室 
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【東京メディア芸術学部】 

〇学生支援情報を体系的に整理し、容易に必要な支援情報

にアクセスできるよう整備した。 

○創作活動支援制度の利用促進を目的に、年 2 回の造形展

における成果報告会や支援事例の共有を継続的に実施し

ている。これにより、制度の認知度が向上し、学生による

申請件数も増加傾向にある。 

○学生サポートスタッフの役割や求められるスキルを再確認

し、募集・選出、SA・LS（初年次教育専門の学生スタッフ）

に対するフォローアップや研修の見直しを進めている。 

全学生への均等な情報伝達方法

と活用を目指す。 

○学生サポートスタッフの研修時は

もちろん、授業期間中のフォロー

アップ体制の強化も進めていく。 

○学生サポートスタッフの役割や求

められるスキルを再確認し、実践

的な研修内容の見直しを進める。 

●離学者の調査分析

等に基づく学生ご

との学修サポートの

実施 

【数値目標:退学率】 

〇入学前から入学後

の経年的成績結果

を可視化するため、

中退･留年理由分析

等の状況調査（選抜

方法・入試時期別の

中退率等）、成績調

査を実施しながら

学力との関係を検

討しサポートの強化

を図る。 

●離学者の調査分析等に基づく学生

ごとの学修サポートの実施 

【数値目標:退学率】 

【看護学部】 

〇チューター、ゼミ担当教員などのサ

ポート情報を学部ミーティング等で

共有し、個々の学生の課題解決に

つなげていくとともに、各部署の持

つ情報の共有を進める。 

〇LMS（教務システム）を用いて学修

における目標を設定し、適宜評価 

を行う。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学生の中退理由と学生の環境（成

績、入試方式、出身地など）と合わ

せて複合的に調査を行う。 

〇経年変化の視点も踏まえながら、

退学したいほどの悩みがどのよう

に変化していくのかについても分

析する。 

 

 

 

【看護学部】 

〇LMS（教務システム）を用いて学修における目標を設定

し、適宜評価を行うべく、LMS（教務システム）の整備を行

った。 

〇退学者、休学者動向と状況報告書は学務課、教務委員会

が掌握し、教授会で報告した。 

〇学生個々の課題解決に向け、実習状況や学修面で教員間

の情報共有が必要と判断した場合には、学生本人の許可

を得たうえで学部ミーティングにて情報を共有し、適切な

支援につなげた。一方で、学生の欠席状況など情報を学

生委員会内で十分に共有できない場面もあり、支援に必

要な情報連携のあり方に課題が残った。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2025 年度末まで、中途退学要因の分析を継続した。 

○出席状況調査を複数回行うことで、欠席の多い学生を把

握し、ゼミ・アドバイザー教員によるフォローアップなどの

退学予防の施策を行った。 

●離学者の調査分析等に基づく学生

ごとの学修サポートの実施 

【数値目標:退学率】 

【看護学部】 

〇LMS（教務システム）を用いて学修

における目標を設定し、適宜評価 

を行う。 

〇GPA が低い学生への面談、学修

支援のあり方を再検討し、システム

として学修支援体制を整えてい

く。 

〇各部署管理の学生に関する情報の

共有を進める。学修サポートにつ

なげることができるよう収集した

情報をもとに退学者、休学者分析

を行い、学部全体に提言する。 

〇学生委員会・チューター・学修支援

室間の情報共有体制を整備し、支

援に必要な情報を確実に連携でき

る仕組みづくりを進める。 

〇実習や学修面で支援が必要と判断

した学生については、これまで同

様に学生の許可を得たうえで学部

ミーティング等で情報を共有し、早

期に介入できる体制を強化する。 

 

 

【看護】 

・学生委 

・教務委 

・IR 推進委 

・学修支援室 

【東京】 

・学生委 

・教務委 

・IR 推進委 

・学生支援室 
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【東京メディア芸術学部】 

〇入試区分・入試スコア・入学前教育

参加状況等のデータと GPA の相

関を集計し、退学予備軍となり得

る学生のモデル化を実施し、入学

時にアドバイザー教員と共有する

ことで早期の学修サポートにつな

げる。 

○引き続き、アドバイザー/ゼミ担当

教員・学務課・カウンセリングルー

ムの各組織が連携を密にして学生

情報を共有し、中途退学の防止に

努める。 

●学生主体の学びの

促進のための全学

的なプラットフォー

ムの導入･運用 

〇学修管理システム

（LMS）を導入し、

教育のデジタル化

により効果的な学

修支援を行う。 

〇e-ポートフォリオ

等、学生自らが自分

の学修を可視化し、

管理する仕組みを

構築する。 

〇教職員自身も学修

習熟度を共有し、学

修成果として把握

することで、学生が

歩むべき次へのス

テップに活かす。 

●学生主体の学びの促進のための全

学的なプラットフォームの導入･運

用 

〇GAKUEN/UNIPA の運用支援及

び事業者への連携支援を継続す

る。また、システムのセキュリティ向

上のため、サインイン認証ルールの

変更を実施する。 

 

【看護学部】 

  〇e-ポートフォリオの導入に着手す

る。その下準備として、学修度を求

められるよう、ディプロマ・ポリシー

の各科目への配分を具体的に検討

する。 

  〇LMS（教務システム）の教員・学生

の利用の促進、利用方法の周知を

工夫する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇ディプロマ・ポリシーの達成度を公

平化するためのルーブリックの準

備を急ぐ。 

〇履修登録に関して学生、教員、職員

それぞれの課題を調整する。 

 

 

 

〇GAKUEN/UNIPA の運用支援及び事業者への連携支

援を実施している。システムのセキュリティ向上のため、

2025 年 4 月にサインイン認証ルールを強化・変更した。 

 

【看護学部】 

〇教職員学生相互で学生の学修が可視化できるよう、LMS

（教務システム）の整備を進めた。 

○ディプロマ・ポリシーと授業科目の関連を付与し、教務シ

ステムにてディプロマ・ポリシーの到達度を可視化できる

よう、設定を行った。 

 

【東京メディア芸術学部】 

  〇学修ポートフォリオの基礎となる、科目とディプロマ・ポリ

シーの対応関係について 2026 年度シラバスチェックに

おいて精査した。 

〇履修登録の作業フローを見直し、学生の負担軽減と効率

化を図った。 

〇Teams を主とする現行ルールを当面は維持する。 

●学生主体の学びの促進のための全

学的なプラットフォームの導入･運

用 

〇GAKUEN/UNIPA の運用支援

及び事業者への連携支援を継続す

る。 

 

【看護学部】 

  〇教職員及び学生が相互に学生の学

修状況を可視化できるよう、LMS

（教務システム）上に実装するメニ

ュー等を検討し、運用する。 

○LMS（教務システム）において、デ

ィプロマ・ポリシー到達度可視化の

運用を始める。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇UNIPA 学修ポートフォリオ（ディ

プロマ・ポリシー到達度の可視化）

の実装に向けた作業を進める。 

○2025 年度に定めた作業フローを

2026 年度も運用する。 

・情報 C 

【看護】 

・教務委 

・梅田事務部 

【東京】 

・教務委 

・東京事務部 
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〇複数の連絡手段に関して内部ルー

ルなどを制定することも含め検討

する。 

○引き続き、学生からの要望も踏ま

えたより効果的な連絡ルールを検

討する。 

●【看護・助産】看護

師･助産師をめざす

国家試験対策 

【数値目標:看護師国

家試験合格率】 

【数値目標:助産師国

家試験合格率】 

〇【看護・助産】自発的

学習姿勢の習得や

合格につながる知

識や技術の習得の

ための学修支援に

ついての仕組みづ

くりを行う。 

〇IR による卒業時調

査の結果分析をも

とにした取組み評

価、国試対策用の講

座や説明会等の効

果分析を実施する。 

●【看護・助産】看護師･助産師をめざ

す国家試験対策 

【数値目標:看護師国家試験合格率】 

【数値目標:助産師国家試験合格率】 

【看護学部】 

〇IR 推進委員会と国家試験対策委

員会と連携してデータ調査・分析を

行い、データの分析をいかに活用

するのかを、しっかりと検討してい

く。 

〇予備校中心ではなく学内での学習

支援対策を根本的に見直し、基礎

的学力の質の保証と、教員の活用

を見直す。1・2 年次生の学習内容

の定着を図るよう対応する。 

〇国家試験対策スケジュールを見直

し、教員とサポ―ト業者が連携を取

りながら難易度が上がった必修問

題への対策強化を図る。早期より

学修方法に困っている学生へのサ

ポートを実施し、意欲的に学修に取

り組める工夫をする。 

 

【助産学専攻科】 

〇助産師国家試験全員合格を目指

す。国家試験に向けた年間計画で

は、実習中も計画的に学修を進め

ることができるよう、対策を行う。 

 

 

 

 

【看護学部】 

〇国家試験対策委員会と連携して過去の GPA、模試成績

や講座出席データをもとに国試不合格者の傾向分析を行

い、教授会に報告、提言した。 

〇基礎的学力の質の保証と教員の活用については、専任の

教員を配置し、国家試験対策委員会との連携を図ること

で、きめ細やかな学生個々に応じた支援の体制と学習の

強化を図ることができた。 

 

【助産学専攻科】 

〇2025 年度は助産師国家試験全員合格を目指して、国家

試験年間計画を立案し、模擬試験や過去問模試並びに

e-Learning を併用して学修支援を行った。 

〇科目試験及び模試受験後には、定期的に面談を行って課

題を明らかにして学修支援を継続した。 

〇昨年度助産師国家試験不合格であった既卒生に対して

は、学習意欲が低下しないように定期的に連絡し、学修状

況の確認を行いながら国家試験受験まで継続的に支援し

た。 

〇助産学実習中は計画的に国家試験対策を進めることが難

しいため、 毎週 e-Learning を用いて確認テストを実

施し、継続的な学修を支援した。 

●【看護・助産】看護師･助産師をめざ

す国家試験対策 

【数値目標:看護師国家試験合格率】 

【数値目標:助産師国家試験合格率】 

【看護学部】 

〇看護師国家試験の合格率９６％以

上を目標とする。 

〇IR 推進委員会と国家試験対策委

員会と連携し、合格者・不合格者の

傾向分析を行い、教授会で報告す

る。また、分析傾向を踏まえた国家

試験対策を計画できるよう国家試

験対策委員会へ情報提供する。 

 

【助産学専攻科】 

〇助産師国家試験全員合格を目指

す。 

〇国家試験に向けた年間計画では、

実習中も計画的に学修を進めるこ

とができるよう、対策を練る。 

【看護】 

・学部長 

・国試対策委 

・IR 推進委 

【助産学】 

 

●学生の能力・可能性

を活かしたキャリア

支援 

【数値目標: 卒業時アン

ケート調査】 

●学生の能力・可能性を活かしたキャ

リア支援 

【数値目標: 卒業時アンケート調査】 

【数値目標: 就職希望者の就職率】 

１００％ 

 

 

 

 

 

 

 

●学生の能力・可能性を活かしたキ

ャリア支援 

【数値目標: 卒業時アンケート調査】 

【数値目標: 就職希望者の就職率】 

１００％ 

 

・国際Ｃ 

（留学生室） 

（国際交流室） 

【看護】 

・キャリア支援

委 



   
 

- 23 - 
 

【数値目標: 就職希望

者の就職率】 

〇ポストコロナにおけ

る安定的な就職先

の開拓のため、企

業･病院等との連携

を強化する。 

〇【看護】ポストコロナ

における看護実習

先を全学体制の下

で開拓するととも

に、学内実習・演習

の円滑な推進を図

る。 

〇【東京】【助産】大学

院、助産学専攻科へ

の進学希望学生に

対して、タイムリー

かつ適切な情報提

供等を行う。 

〇学生生活を通じた

成長実感・満足度等

について、学生卒業

時にアンケート調査

等を実施するとと

もに、調査分析結果

について公表し、キ

ャリア教育支援の充

実を図る。 

〇過年度卒業生への

アンケート調査等を

実施し、調査結果等

をキャリア教育支援

に活用する。 

○【看護】卒業後 1〜2

年目の卒業生を対

象にした本学での

研修(シャトル研修)

により、在学時に引

【看護学部】 

〇学生生活を通じた成長実感・ 満足

度、入学時、卒業時、卒業生アンケ

ート調査内容を精査し、結果を分析

し、学部全体で共有することを継続

して行うことにより 、キャリア支

援、学部教育の充実に努める。   

〇卒業後 1〜2 年目の卒業生対象の

シャトル研修・ホームカミングデー

を継続実施する。 

〇学内合同就職説明会では、既卒者

と本学学生との交流会を継続実施

し、本学の就活・離職防止に役立て

る。 

〇就職に関する指導内容等の情報共

有の具体的なシステムづくりを進

める。 

〇大学院、助産学専攻科・保健師への

進学希望者（在校生・卒業生）に対

し、タイムリーかつ適切な情報提供

等を行う。 

 

【東京メディア芸術学部】  

〇学生個々の特性に応じたきめ細か

いキャリア・カウンセリングを継続

実施する。 

〇引き続き「情報共有会」にて教職員

間の学生情報共有を行う。 

〇学外の専門的な研究会に加入し、

就職支援に関する情報収集・スキ

ルの向上を図る。 
〇授業内で行う業界・職種セミナーの

内容と重複しないよう配慮し、レベ

ルの高いセミナーを実施する。 

〇卒業生アンケート及び在学中の学

年別アンケートを計画的に実施し、

質問項目にキャリア意識等（在学

時）、キャリア満足度等（卒業時）に

【看護学部】 

〇キャリア支援室では就職試験に備え、履歴書の書き方の

指導や模擬面接の実施を行っている。 

〇3 年次生を対象に、学内合同説明会を 2025 年 8 月に

開催し、実習病院等の採用担当者から病院説明の機会を

得ている。 

〇学内合同就職説明会後には、既卒者と本学学生との交流

会の機会を持ち、本学の就活及び既卒者の離職防止に役

立てた。 

〇卒業後 1 年目の卒業生対象に、2025 年 9 月の宝翔祭

（大学祭）に合わせて、シャトル研修・ホームカミングデー

を実施し、早期離職予防のための機会とした。 

〇GAKUEN(UNIPA)の就職システムを導入した。今後、

教職員で情報を共有できるよう準備を進めている。 

〇2 年次生の 2025 年度前期ガイダンスにて、進学ガイダ

ンスを実施した。 

〇外部業者による就活セミナーを 2 年次生と 3 年次生に

実施した。2 年次生には、2025 年 12 月に病院研究と

自己分析の方法について、3 年次生には、5 月に志望病

院の選択方法、12 月に履歴書対策と面接対策の内容で

実施し、適切な時期に就活を始められるよう支援をした。 

〇昨年度 2 月に調査した卒業時調査の結果を分析し教授

会で報告した。総じて、学生は 4 年間で多様な力を身に

つけることができた。一方で、昨年度の調査結果と比較し

て就職の相談体制等に対する満足度が下がったため、キ

ャリア支援の役割については今後の注力点として提言し

た。 

〇ホームカミングデーを利用して、採用病院調査を実施し、

結果を分析し教授会で報告した。卒業生はある程度の基

本的能力を身についていると肯定的評価であった。指摘

のあった社会人マナーについては、教育上の課題として

提言した。また、今回実施した卒業生調査については回答

が得られなかったため、調査方法等の見直しが今後の課

題である。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇個々の学生の特性に合わせた、きめ細かいカウンセリン

グを継続実施している。 

【看護学部】 

〇学生の希望と個々の特性に応じた

就職活動支援を継続する。 

〇就職希望者の就職率１００％とす

る。 

〇学生の能力の教育評価を卒業時調

査、卒業生調査、採用病院調査とし

て継続し、分析した結果を学部全

体に提言し、学部教育並びにキャ

リア支援の充実を図る。 

〇本学の今後の教育に寄与できるよ

うな卒業生調査の内容・方法を検

討するとともに、回収率50％以上

を目指す。 

 

【東京メディア芸術学部】  

〇学生個々の特性に応じたきめ細か

いキャリア・カウンセリングを継続

実施する。 

〇「情報共有会」にて教職員間の学生

情報共有を行う。 

〇大学職業指導研究への人員追加を

検討する。 

〇授業の分野基礎の内容と重複しな

いよう配慮し、継続してレベルの高

い業界・職種セミナーを実施する。 

〇在学生等へのアンケート等を実施

する。より充実した支援内容を実

施できるよう努力する。 

〇就活手帳の代替えを作成する。 

〇引き続き、国際センターと協力し、

留学生への充実した就職活動のサ

ポートを検討し、実施する。 

〇引き続き、広報紙”づかキャリ”を

発行し、”ポートフォリオ閲覧会”を

開催する。 

・学生委 

・教務委 

・IR 推進委 

【東京】 

・就職支援委 

・学生委 

・教務委 

・ＩR 推進委 
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続き卒業生の初期

キャリア形成の支援

を行うとともに、早

期の離職防止に努

める。 

関連する項目を充実させる。デー

タ分析を行い、次年度の就職支援

の具体案を検討する。学生アンケー

トや入学データを卒業生アンケート

のデータと組み合わせた分析を行

う。また、2025 年度卒業生の進

学・就職先へのアンケートを実施

し、委員会での報告を行う。 

〇現行の学生手帳に替わる新規ツー

ルの調査や就職関係掲示板の効果

の検証などを進める。 

〇国際センター（留学生室・国際交流

室）と就職課が協力し、引き続き新

入生ガイダンス、2 年次生からのガ

イダンスと就職面談の実施、N1 対

策講座の実施等などに取り組む。 

〇ゼミ担当教員との学生の情報共有会を実施し、教職員間

で今後の学生へのアプローチ方法等の方向性を整えた。 

〇大学職業指導研究会に加入し、年 7 回の研究会に課員が

1 名参加した。参加後報告書を作成し、就職委員会で公

表、スキルアップと情報共有を行った。 

〇授業では扱いのない内容で、業界・職種セミナーを 6～7

月に実施した（ゲーム、アニメーション、広告、グッズデザ

イン）。 

〇卒業生アンケート及び在学生ガイダンスアンケートを実施

し、結果を次年度の学生サポートにつなげる。また、

2025 年度卒業生の進学・就職先へのアンケートを実施

し、委員会での報告を行った。 

〇9 階に設置した掲示板は“づかキャリ”の配布状況やイベ

ントの参加等でその有効性が確認できた。就活手帳につ

いて、学生に有効的なツールを検討し、次年度新たな冊

子として本学部独自の“就職活動ガイド Book”を作成す

ることとなった。 

〇引き続き、国際センターと協力して特定活動ガイダンス各

種留学生ガイダンスを実施した。 

〇事業計画にはないが、新規の支援活動として、広報紙”づ

かキャリ”の発行、”ポートフォリオ閲覧会”の開催により

学生の就職支援内容の充実を図った。 

〇就職活動支援において、入学時より段階的なキャリア形

成を目的とした活動スケジュールを確立。強みや成果を

可視化できるよう指導を重ねている。就職活動に直結す

る行動計画を具体的に立案し、応募書類作成・面接対策・

企業研究等を含む詳細スケジュールを設定して実行して

いる。これにより、学生が計画的かつ主体的に就職活動

へ臨める体制を整備している。 

○卒業後満３年経過者を対象とした卒業生アンケートを実

施。大学での学びとキャリアの関連性、キャリアの満足度

について回答を得た。 

●留学生支援の充実

と国際交流の拡充 

〇【東京】今後の留学

生数見込みを踏ま

え、留学生センター

として留学生の教

●留学生支援の充実と国際交流の拡

充 

〇中国伝媒大学と、半期ごとにそれ

ぞれの国で授業を実施する短期研

修を行う。また、具体的な交流事業

 

 

〇2025 年 7 月 31 日～8 月 9 日、宝塚大学で中国伝媒

大学学生短期研修プログラムを実施。9 月 7 日～9 月

14 日、中国伝媒大学で宝塚大学学生短期研修プログラ

ムを実施した。 

●留学生支援の充実と国際交流の拡

充 

〇中国伝媒大学と半期ごとにそれぞ

れの国で短期研修を継続して行

う。また、具体的な交流事業

（Aniwow！への参加、 

・国際Ｃ 

（留学生室） 

（国際交流室） 
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育・相談・支援体制

を構築する。 

〇【東京】日本語学校

との連携等につい

て、より一層充実・

強化する。 

〇国際交流に係る施

策の企画立案によ

り、戦略的な取り組

みを進める。 

（審査員としてのコンクール参加

等）を積極的に推進する。 

〇北京城市学院学生の NEO（本学マ

ンガ分野の漫画誌）への参加を検

討する。また、教職員・学生間交流

を推進する。 

〇韓国、ベトナムの大学との新規交流

協定を検討する。 

〇在外日本大使館の実施するイベン

トへの参加、資料の送付などを行

う。 

〇両学部における国際交流の総合的

な実現のためのプログラムの策定

を検討する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇年間スケジュールを立て、具体的な

内容について適切に実施する。 

・留学生チューター制度事業を行う。 

・日本語学修のための講座を開催す

る。 

・留学生の日本文化理解と留学生・日

本人の交流のためのイベントを年２

回以上実施する。 

・日本語学修の一環としてのアフレコ

大会を実施する。 

・成績不振留学生への支援を引き続

き強化する。 

・入国管理局の「適正校」として選定

を受け、文科省の「改善指導対象校」

の指定を受けないよう、在籍管理を

緻密に行う。 

○2025 年 10 月 22 日～10 月 24 日、宝塚大学東京メ

ディア芸術学部の教授は中国伝媒大学主催の国際大学生

アニメフェスティバル Aniwow！に審査員及び専門家と

して参加し、教員及び学生との交流も行った。 

○本学のマンガ雑誌 NEO と中国伝媒大学アニメ＆デジタ

ル芸術学院のマンガ雑誌 PICNIC と提携し、中国伝媒大

学学生の優秀作品を NEO へ、本学学生の優秀作品を

PICNIC へ掲載することで合意し、実施した。 

〇2025 年 7 月 21 日～22 日、宝塚大学で北京城市学

院学生短期研修プログラム実施。9 月９日、宝塚大学東京

メディア芸術学部の教授は北京城市学院で講演を行い、

10 月 22 日、教員及び学生との交流も行った。 

○本学マンガ雑誌 NEO の北京城市学院バージョンの制作

について、北京城市学院の教員と議論し、制作の方向性

を検討した。 

○2025 年 7 月、ベトナムで開催された国際大学生メディ

アフェスティバルに本学教授審査員として学生を引率し

て参加。参加した学生の作品は受賞。 

○2025 年 8 月 27 日～8 月 31 日、日本駐中国大使館、

日本駐上海総領事館主催の日本美術大学留学説明会に

出展した。 

○2025 年 4 月、希平会（日中高等教育交流会）へ正会員

として入会、6 月 27 日、希平会連絡会へ出席、10 月

24 日、希平会総会へ出席し、各大学及び機構と盛んに交

流を行った。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇新入留学生に特化した留学生ガイダンスを実施した。 

〇前期と後期に分けて留学生チューター制度を実施した。 

〇履修科目としての日本語のほか、日本語能力試験 N1 対

策講座をオンラインで定期開催した。 

〇日本文化体験イベントを 2 回実施した。前期に「江戸切子

制作体験」、後期に「生け花体験会」と大相撲観戦が行わ

れた。 

〇日本語及びメディア芸術の専門技術の実践イベントとし

てアフレコ体験会を実施した。 

NEO×PICNIC の交流事業等）

を継続して推進する。 

○北京城市学院学生の短期研修受け

入れも継続して行う。また、具体的

な交流事業（北京城市学院 NEO

制作、教員及び学生の交流等）を

積極的に推進する。 

○在外日本大使館の実施するイベン

ト、希平会の実施するイベントへの

参加を継続する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇年間スケジュールを立て、具体的

な内容について適切に実施する。 

・留学生新入留学生ガイダンスを行

う。 

・全留学生を対象とした定期面談を

年 1 回以上実施する。 

・日本語力向上のための留学生チュ

ーター制度事業を継続して行う。 

・留学生保護者と連携し、成績不振留

学生への指導の効率化を図る。 

・日本文化理解促進のためのイベント

を年 2 回以上実施する。 

・日本語及び専門技術学修の一環と

してのアフレコ大会を実施する。 

・卒業学年留学生を対象とする在留

資格変更・就職ガイダンスを行う。 

・入国管理庁の「適正校」として選定

されるよう、在籍管理を緻密に行

う。 
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〇全学年の留学生に対して面談を行い、特に成績不振留学

生を対象とする定期面談を実施した。 

〇日本で就職した留学生 OB を招き、全留学生を対象に就

職座談会を開催した。 

〇卒業学年留学生に対し、在留資格変更・就職ガイダンスを

実施した。 

〇入国管理庁の「適正校」として選定された。 

【中期目標】 □2 -② 学生が不安なく充実した学生生活を送れるよう支援制度面、学修環境面での充実を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●各種経済支援制度

の充実 

〇家計急変等のため

に中退を余儀なく

されることのない

よう、授業料減免及

び奨学金制度の周

知に努める。 

〇経済支援制度の目

的が効果的に達成

できるよう点検し、

必要に応じて制度

改善を実施する。 

〇各学部における奨

学金制度等につい

て、学生募集の案内

等で積極的に情報

発信する。 

●各種経済支援制度の充実  

【看護学部】 

〇宝塚大学給付奨学金の応募に関

し、周知度を高めるため、募集時期

や募集方法を再考する。 

〇看護学部成績優秀者特待生制度に

ついては、学生の学習意欲の高揚

との相関性などを確認・分析し、必

要に応じて要件を再考する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学部独自の経済支援制度について

一層の周知を推し進め、学生活動

の活性化につなげる。 

〇国の高等教育支援新制度につい

て、頻回な制度変更により学生が

理解しにくい状況にあるため、適切

な周知方法を検討する。 

 

【看護学部】 

  〇募集時期は昨年度より継続し 2025 年６月実施となっ

た。周知方法の頻度を増加、UNIPA 掲示のみではなく、

学内で紙媒体での掲示を行い、昨年度より申込者が増加

した。 

  〇本年度は確認・分析には至らず、引き続きデータ確認・分

析を行い、必要に応じて要件を再考する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学部独自の経済支援制度について、ガイダンスや学内広

報を通じた周知を強化している。周知活動は概ね順調に

推移しており、制度の認知度と利用率が向上していると

評価できる。これにより、制度利用者数が増加し、学生の

創作活動や学修活動の活性化に寄与している。 

〇「高等教育の修学支援新制度」の確認校として、要件基準

を満たす新入生や在学生に向けた案内や活用のサポート

を行っている。 

●各種経済支援制度の充実 

【看護学部】 

〇引き続き、経済的支援が必要な層

へ効果的なアプローチ方法を再考

する。 

〇看護学部成績優秀者特待生制度に

ついて、学生の学習意欲の高揚と

の相関性などを確認・分析し、必要

に応じて要件を引き続き再考す

る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学生の多様な活動形態に応じた支

援内容の改善や、利用後のフィー

ドバック収集を通じた制度のブラ

ッシュアップも進めていく。 

〇学生への周知をより丁寧に行い、

高等教育の支援新制度のさらなる

活用を目指す。 

・大学事務局 

【看護】 

・学生委 

・梅田事務部 

【東京】 

・学生委 

・東京事務部 

・法人事務局 

（財務部） 

 

●学生からの意見・要

望の把握による学

生のキャンパスライ

フの充実 

〇学修行動・学生生活

に関する調査によ

り学生支援ニーズ

を把握し、必要に応

●学生からの意見・要望の把握によ

る学生のキャンパスライフの充実 

〇学修行動・学生生活に関する調査

により学生支援ニーズを把握し、必

要に応じ学生生活・学内環境の改

善・充実につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学生からの意見・要望の把握によ

る学生のキャンパスライフの充実 

〇学修行動・学生生活に関する調査

により学生支援ニーズを把握し、

必要に応じ学生生活・学内環境の

改善・充実につなげる。 

 

 

【看護】 

・学生委 

・IR 推進委 

【東京】 

・学生委 

・ＩR 推進委 
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じ学生生活・学内環

境の改善・充実につ

なげる。 

【看護学部】 

〇学生意見箱について、前期後期ガ

イダンスでさらなる周知を図り、学

生からの意見や要望を吸い上げ

る。 

〇学長座談会を定期開催し、学生の

意見・要望を吸い上げる。 

〇学生調査結果の分析を通して学生

の幅広い意見・要望に対応できる

ように、委員会で議論を続ける。 

〇学生への調査結果及び改善状況の

具体的な公表方法を検討する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇継続して、学生アンケートによる学

生の意見収集を行い、学内に共有

することで、学生支援ニーズを把握

し、学生生活・学内環境の改善・充

実につなげる仕組みを確立する。 

【看護学部】 

〇新入生調査、卒業生調査、学修行動調査、卒業時調査の

結果を委員会で分析し、教授会で報告し学部全体で共有

した。学生の学習態度も含めた学習に関する内容、学習

環境に関する内容があり、改善につながるよう教務委員

会、学生委員会、事務部へ提言している。 

〇学生ガイダンスで意見箱の利用方法を周知し、対応フロ

ーチャートの整備や投稿通知機能の設定によって迅速な

対応体制を構築するなど、学生が意見を表出しやすい環

境整備を進めた。 

〇学長座談会については、大学運営に建設的に反映できる

意見交換の形式を再検討する必要があるとの学長方針

により、本年度は実施に至らなかった。 

〇学生生活・学内環境の改善・充実につなげる対応として、

学生ロッカー環境改善プロジェクトを立ち上げた。

student guide book に記載の「学生ロッカー使用規

定」に基づき、放置物の撤去・処分を実施するとともに、

ロッカー室の定期的な見回り体制を整備した。これによ

り、ロッカー室内の整理が進み、以前よりも整った環境が

維持されるようになった。 

〇学生主体の取り組みとして学生による啓発ポスターを公

募するコンペ企画を実施し、優秀作品はロッカー室に掲

示した。制作者には賞金（金券）を授与した。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学修行動調査を実施した。学生からの回答、自由記述意

見を教務委員会、学生委員会、就職委員会など関連委員

会へ共有した。 

【看護学部】 

〇調査を継続し、分析した内容を学

部と各部署へ提言し、学生生活・学

内環境の改善を推進する体制を整

備する。 

〇意見箱の利用方法についての周知

を強化し、意見箱以外の相談窓口

との連携も促進する。 

〇IR 推進委員会の学生アンケート結

果を踏まえ、学長と学生が直接対

話できる場を設け、学生の声を大

学運営に反映させる機会を設け

る。 

〇引き続き、ロッカー環境改善の取

り組みを継続し、「定期的な状況把

握」、「学生参加型の啓発」、「行動

変容を促す工夫」、「利用ルールの

周知」を主として、環境の維持・改

善を図る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、学修行動調査を実施し、

学生からの意見・要望等について

は関連委員会で対応する。また、調

査結果の一部はポスターの形式で

学生に公開し、学生生活の充実に

活用する。 

●学生の学修を支え

るための安全安心

で快適な学修環境

の提供 

〇円滑なオンライン授

業等を実施できる

よう IT 環境整備及

び PC 環境の支援

を行う。 

●学生の学修を支えるための安全安

心で快適な学修環境の提供 

〇両キャンパスの老朽化しつつある

基幹ネットワークインフラ（光回線、

スイッチ、ファイアーウォール等）の

リプレイスを行う。 

〇2025 年度サポート終了となる

Windows10 端末の更新を実施

する。 

 

 

〇基幹ネットワークインフラ（光回線、スイッチ、ファイアーウ

ォール等）のリプレイスについては 2025 年 10 月より

開始し 2026 年１月に完了した。 

〇Windows10 端末の Windows11 へのアップグレード

更新を完了した。 

〇認証サーバーについて、シングルサインオンの導入は検証

を進めており、次年度も継続して取り組む。これまで大阪

●学生の学修を支えるための安全安

心で快適な学修環境の提供 

○基幹サーバー（大阪梅田キャンパス

3 台、東京新宿キャンパス 3 台設

置）のうち、2021 年度設置の大

阪梅田キャンパスの 1 台を経年劣

化のため更新する。 

〇認証サーバーについて、シングルサ

インオンを念頭に置きながら、認証

・情報 C 

・梅田事務部 

・東京事務部 

・法人事務局 

（総務部） 
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〇学内 LAN で通信で

きるよう、教室間の

通信を可能なもの

にし、同時中継授業

等ができる設備を

導入する。 

〇新型コロナ対策感

染防止等のため、学

生・教職員にとって

安全・安心なキャン

パスの観点から、引

続き衛生管理が行

き届いた万全の学

内対策を実施する

（換気・空気清浄機

の設置、体温自動検

知器の設置等）。 

〇【東京】1 階をオー

プンキャンパスでの

活用や展示室とし

て多目的に活用す

るとともに、初年次

教育や学生のため

の学修スペースとし

て使用する。 

〇認証サーバーについて、シングルサ

インオンを念頭に置きながら認証

機能の外部化、統合、冗長化の検討

を継続する。 

 

【大阪梅田キャンパス】 

〇使用頻度が高く汚れや劣化がみら

れる 502・702 教室の床材を交

換する。 

〇511 演習室及び 602 演習室の

AV ラックや音響設備の改修を検

討する。 

〇空調システム更新に向けてキュー

ビクル増設工事を行う。 

〇設置から 22 年を経過したエレベ

ータの全面リニューアル工事を複

数年計画で進める（2025 年度は

契約・発注を実施する）。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇中期的な授業用 PC 更新計画を策

定する。 

〇授業用機材について資産管理を徹

底する。 

梅田キャンパスで集中管理していた Wi-Fi 認証サーバー

について、東京新宿キャンパスにも設置することとし

2026 年 1 月に完了した。 

 

【大阪梅田キャンパス】 

〇502・702 教室の床材の交換を完了した。 

〇511 演習室及び 602 演習室の AV ラック・音響設備・デ

ィスプレイを全面更新した。 

〇空調システム更新に必要なキュービクル増設工事につい

ては発注済みで 2026 年３月に設置を完了した。電気工

事については 2026 年 4 月に実施予定である。 

○エレベータの全面リニューアル工事については契約・発注

を完了した。工事は 2026 年８月に実施予定である。 

〇男子更衣室のロッカー全台（23 台）の入替更新を実施し

た。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇教育機器としての PC については、メディア芸術教育を

支える重要な資産として日々、担当職員と外部委託業者

が連携しながら保守・運用を行っている。 

○中期的な授業用 PC 更新計画については、現在 904・

905・601 教室で使用している約 110 台の Windows

機は 2024 年に更新済みであり、次の更新時期は

2027 年度を想定している。 

○１階 101 多目的ホールに付随するギャラリースペース

は、学生団体や教員、ゼミ単位での作品展に年間を通じ

て貸し出しを行い、学生作品の発表の機会に活用してい

る。 

○キャンパス施設の修繕、更新は随時、緊急度に応じて実施

している。 

機能の外部化、統合、冗長化の検

討を継続する。 

 

【大阪梅田キャンパス】 

〇502 講義室及び 702 演習室の

AV ラック・音響設備の改修を検討

する。 

〇設置から 23 年を経過した東棟空

調システムを更新する。 

○設置から 23 年を経過したエレベ

ータ（1・２号機）の全面リニューア

ル工事を実施する。 

○西棟 6 階テラスを改修し、学生の

休息スペースとして活用できるよ

うに整備する。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇101 ギャラリースペースを活用し

た広報について、より戦略的な動

きが取れるように担当教職員の指

名を検討する。 

○引き続き、必要性・重要度に応じて

キャンパス施設の修繕を進める。 

●教育に寄与する図

書館機能の充実 

〇本学全体の図書館

の運営方針につい

て、学部の特性を活

かした活動方針等

を設定する。 

●教育に寄与する図書館機能の充実 

【大阪梅田キャンパス】  

〇利用者の学習意欲を引き出す知的

空間演出と利用者利便性向上のた

め、図書館閲覧室のレイアウト変更

を検討する。 

 

【両キャンパス共通】 

〇博士論文については、既に大学ホームページ上で公開さ

れており、閲覧希望者に対して、新たに公開先のページへ

のアクセス先を案内することとした。 

 

●教育に寄与する図書館機能の充実 

【両キャンパス共通】 

〇リンクリゾルバシステム(利用者に

とって最適な適切な電子資料を抽

出してくれる仕組み)を導入し、購

入・フリーデータベース、電子書籍

活用の利便性を向上させることで

・図書館長 

【看護】 

・図書委 

・梅田事務部 

【東京】 

・図書委 
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〇実用性の高い図書

館ホームページとし

て、教育･研究に有

効なデータベース・

電子書籍や

OPAC(蔵書検索)

などを充実させる

とともに、学内外か

らのアクセスを通し

て学生及び教職員

が情報共有を図り、

タイムリーな活用等

を行う。 

〇オンライン授業（【看

護】は臨地実習を含

む）に対応できるよ

う、専門の学問分野

の基礎科目・専門科

目に活用できる電

子書籍・動画を充実

させる。 

〇学生の学修ニーズ

を把握し、ニーズに

適した図書・資料を

整備できるよう努

める。 

〇学外の図書館との

連携を強化し、広範

囲の知識にアクセス

可能な機能を整備

する。 

〇社会全体として電子化が進んでい

る現状を踏まえ、リンクリゾルバシ

ステム(利用者にとって最適な適切

な電子資料を抽出してくれる仕組

み)の導入を検討する。 
〇「学術論文等の即時オープンアクセ

スの実現に向けた基本方針」への

対応として、機関リポジトリ

researchmap の紐づけを検討

する。これに関連し教員の初任者研

修時、researchmap 未登録者に

登録を促す。 

〇東京新宿キャンパス図書館と協力

し、絵本資源の活用、博士論文・修

士論文の活用について協議を進め

る。 

 

【東京新宿キャンパス】 
〇データベースの導入と整備を実施

する。大学図書館サービスとして新

聞のデータベースを実装する。ま

た、本学部に適した芸術系データベ

ースの導入を行い、図書館サービ

スの電子化を促進する。 

〇図書館に関する情報提供の迅速化

のため、図書館ホームページの導

線を設定する。 

〇視聴覚資料の整備として、ライブラ

リー用の視聴資料の購入を行う。 

〇博士論文の公開方法・保管先につ

いて、大阪梅田キャンパス図書館と

協議し、論文の閲覧が適切に行え

るように整備する。 

○書架の整備と図書館設備の充実化

を図る。 

〇学部・大学院の授業内にて「図書館

ガイダンス」を実施し、図書館利用

【大阪梅田キャンパス】   

〇館内環境整備として以下のようなことを行った。 

1．新着図書と絵本を閲覧するための席を新たに設置し

た。 

2．新着図書書架と看護・医療を含む 4 門（自然科学分

野）書架が連続するよう書架変更した。 

3．学生が実習先に携行するのに便利なポケットブックコ

ーナーを設置した。 

４．寺院で用いられる経典用の回転式書架・輪蔵を参考

に、電子書籍案内ツール「輪蔵」を 図書館で作成し、

電子書籍利用促進を図った。  

５．学生に対する図書館の情報発信の新たな試みとして、

新着図書や教員推薦本などの情報を図書館壁面に随

時展開できるようプロジェクターを 1 階カウンターに

設置し、2 階 PC で同様の内容を流せるように設定し

た。  

６．視聴覚席を移動して利便性を図った。 

７．教員著書・教員おすすめ本・図書館資料等を展示し

た。  

〇図書館全体の課題として挙げているリンクリゾルバシス

テム(利用者にとって最適な適切な電子資料を抽出してく

れる仕組み)について、図書館全体会議で導入を検討し

た。 

〇看護学部教員の初任者研修時、research map 未登録

者に登録を促した。 

〇博士・修士論文収蔵庫（キャビネット 2 台）を 2 階閲覧室

に設け、博士・修士論文活用に対応した。 

          

 【東京新宿キャンパス】 

〇新聞系データベース「朝日新聞クロスサーチ」、芸術系デ

ータベース「ProQuest Art, Design＆

Architecture Collection」の導入を行った。両データ

ベース共に、当初の見込みを上回るアクセス数を記録し

た。また、朝日新聞クロスサーチを利用し、図書館前の掲

示板にて、メディア芸術に関するニュース、芸術関連の講

評、書評、展示、イベント、映画情報などの情報伝達を行っ

た。さらに、「ProQuest」の利用については、学生利用に

学生の学修を支える環境を提供す

る。 

〇貴重図書のデジタルアーカイブ化

からデジタルアーカイブに取り組

み、ボーンデジタル資料のデジタ

ルアーカイブ化研究など、デジタル

アーカイブの活用による学習環境

の向上を目指すための研究を続

け、将来の予算化を目指す。 

〇十三倉庫保管の芸術に関する貴重

書の活用について検討する。 

〇電子書籍の利用促進を図る。 

〇大学図書館全体として、ライブラリ

ー用（著作権処理済：上映権付）の

映像資料一覧を共有し、必要に応

じて、各キャンパス図書館におい

て学内上映会を開催する。 

〇機関リポジトリを再構築し、電子に

よる学部紀要化を進めることによ

り学修環境の向上を図る。 

【大阪梅田キャンパス】  

〇既存の芸術系図書による「ハートの

看護を、アートで学ぶ」に対応した

書架構築を行う。 

〇子育て支援、終末医療、グリーフケ

ア面で重視される絵本資料の充実

を図る。 

〇リンクリゾルバシステム(利用者に

とって最適な適切な電子資料を抽

出してくれる仕組み)導入後、利用

者のシステムへの理解と利用促進

を図る。 

 

 

 

・東京事務部 
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案内をはじめとする図書館サービ

スに関する情報の共有を行う。 

○学生図書委員会を運営し、学生と

の協働を行う。 

とどまらず、本学部の教員の教育・研究において専門性

の高い情報の提供に貢献した。 

○本年度より「教員選書」（年 2 回）を実施し、本学部の特徴

に合った資料の収集を行った。 

○図書館に関する情報提供の迅速化のため、図書館ホーム

ページの導線を作成し、図書館のＴＯＰページに「ＯＰＡＣ」

「ＭｙCARIN」「データベース」のリンクを貼り、利用者が

各図書館サービスに迅速にアクセスすることが可能にな

った。 

〇視聴覚資料の整備を行い、ライブラリー用の映像資料の

購入を行った。また、視聴覚資料の目録を整理し、貸出の

迅速化を行った。 

○書架の狭隘化に伴い、資料の選定と除籍を継続的に行っ

た。また、マンガ資料の選定と書架整理を行い、閲覧環境

の保全に努めた。さらに、学生図書委員会との協働によ

り、「ラーニング・コモンズ」の備品についての検討を行

い、環境の改善について着手した。 

〇学部・大学院の授業内にて「図書館ガイダンス」を実施し、

図書館利用案内をはじめとする図書館サービスに関する

情報の共有を行った。また、授業以外でも学生、教職員に

向けた図書館ガイダンスの個人申込受付を開始した。 

○毎月、学生図書委員会を開催し、学生との協働による、図

書館運営を行った。図書館事務課から、学生図書委員会

に対し、図書館利用率向上のための広報物の制作依頼、

ラーニング・コモンズの環境改善に関する会議、ヒアリン

グ等を行い、学生目線による、図書館利用の向上を図っ

た。 

【東京新宿キャンパス】 

〇7 階図書館の書架狭隘化に伴い、

永年保管雑誌の製本化及びマンガ

資料の整理を行う。 

〇視聴覚資料の整備として、ライブラ

リー用の視聴覚資料の購入を行

う。  

○入館者数、貸出件数、ラーニング・

コモンズ利用者数、視聴覚貸出数、

大学院生図書館利用者数を前年比

100％以上に設定する。 

○利用率向上のため、毎月 1 回、

Teams もしくはＸで数冊新着資

料の公開を行う。   

○ライブラリー用の映像資料（著作権

処理済：上映権付）資料を活用し、

東京メディア芸術学部の学びに適

した学内上映会を実施する。 

○電子書籍の利用率向上のため、電

子マンガ・電子雑誌（法人向け）サ

ービス導入を行う。 

●学生の自主学習等

の場の整備 

〇学生の自主学習等

の場として、各キャ

ンパスにラーニン

グ・コモンズを計画

的に整備する。 

●学生の自主学習等の場の整備 

【大阪梅田キャンパス】 

〇8～10F エレベーターホールに自

主学習可能な机と椅子を設置して

学生の自習スペースを設けており、

利用状況を確認し、必要に応じて

さらなる調整を図る。 

 

 

 

  

【大阪梅田キャンパス】 

〇ラーニング・コモンズ用プロジェクターを用意した。 

〇学生の自習スペースとして 8～10F エレベーターホール

と図書館内に学生が自主学習できる机と椅子を現在設

置しており、継続して学生の自主学習の場を提供してい

る。 

 

 

 

●学生の自主学習等の場の整備 

【大阪梅田キャンパス】 

〇２階閲覧室の無人開館時間延長を

検討する。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇ラーニング・コモンズ備品入れ替え

後の利用者数の推移を調査すると

ともに、利用に関するアンケート調

査を実施する。 

【看護】 

・図書委 

・梅田事務部 

【東京】 

・図書委 

・東京事務部 
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【東京新宿キャンパス】 

〇ラーニング・コモンズの利活用を推

進する。 

【東京新宿キャンパス】 

〇学生図書委員会との協働によるラーニング・コモンズの

環境改善に着手した。また、利用者の自由度を優先した

「ラーニング・コモンズ」の場を提供するため、備品の入れ

替えを行った。 

 

基軸２ 研究の深化と社会への寄与 

 

＜基本戦略＞□3  社会の発展に寄与する研究の充実 

  特色ある研究や社会において有用性の高い研究を推進するとともに、研究の成果等を地域社会に還元する。 

【中期目標】 □3 -➀ 最新の学問的成果を研究によりフォローし、それを教育・授業のために活かすとともに、地域社会に発信・還元する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●有用性の高い研

究による研究成

果の社会への還

元 

〇本学の特色や先

進技術を取り入

れた研究、都心

の地域課題を踏

まえた研究、メ

ディア芸術･医療

看護の企業･機

関のニーズに対

応するための政

策研究を推進す

る。 

〇研究成果を教育

にフィードバック

し、実践的な貢

献ができるよう

努める。 

〇【看護】研究成果

を臨床にフィー

ドバックし、有用

●有用性の高い研究による研究成果の

社会への還元 

【看護学部】 

〇研究の活性化のために、学長裁量経

費助成での研究と紀要投稿は連動し

たものとして募集をかけることを提案

実施する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇昨年度に引き続き、若手教員に対する

共同研究、研究アドバイスを実施す

る。 

〇昨年度に引き続き、輪番制による投稿

を行い、掲載原稿の確保を行う。ま

た、大学院生、海外協定校からの原稿

の受け入れを行う。  

 

 

 

 

【看護学部】 

○若手研究者による研究報告や教育実践報告の場として、

紀要投稿の推奨により投稿数が微増している。査読依頼

に関する課題が潜在しており、今後は外部査読依頼の導

入など対策が必要である。 

〇図書委員会としては、外部から医学中央雑誌を閲覧でき

るようにし、研究に取り組みやすくしている。 

〇学長裁量経費助成での研究と紀要投稿との連動を呼び

掛けているが、十分達成できていない。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇昨年度に引き続き、紀要編集委員会において投稿者に対

する評価方法の見直し、改めて輪番制の導入について審

議を行った。また、紀要投稿数の増加に向けては、本委員

会での検討を継続しながら、外部発信に資する紀要の充

実を図った。 

〇紀要編集委員会より、輪番制による紀要原稿の投稿依頼

を行った。その結果、東京メディア芸術学部からは 6 件

の投稿があった。 

●有用性の高い研究による研究成果

の社会への還元 

【看護学部】 

○紀要編集の円滑化のために、投稿

規定・執筆要領・査読要領の見直し

を行う。 

○両学部による「大学紀要」ではな

く、「看護学部紀要」として独立す

る。また、冊子での発刊は中止と

し、機関リポジトリ公開の一本化を

図る。 

○外部査読依頼のための細則に基づ

き、適切な運用を目指す。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇投稿者数の増加を見据え、投稿規

定の見直しを適宜進める。 

〇教育を基盤とした研究の活性化を

目的として、学長裁量経費助成に

よる研究成果の掲載と、紀要投稿

を連動させた募集を促す。 

【看護】 

・学部長 

・紀要編集委 

・図書委 

【東京】 

・学部長 

・紀要編集委 

・図書委 
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性を検証しなが

ら看護実践に貢

献できる研究の

産出に努める。 

〇【看護】産学連携

の観点から、実

習施設との協働

研究や、実習施

設の研究のアド

バイス等臨床教

育に貢献する。 

〇論文投稿数を増

やすとともに、紀

要の内容の充実

及び電子化、機

関リポジトリ化

を推進する。 

〇紀要編集委員会より、教員に対し紀要への積極的な投稿

に関する依頼を行った。また、教員に対し、学術論文等

（2025 年度新規公募分より）の即時オープンアクセス

（OA）義務化に関する通達を行い、科研費による研究の

公開について、周知を行った。 

〇表紙デザインを刷新し、併せて、投稿原稿及び投稿者を明

確に識別できるよう、裏表紙への掲載を行った。 

 

 

●外部研究資金

（科学研究費補

助金等）の獲得 

【数値目標：(看護)

外部資金（受託･共

同研究含む）応募

者割合】 

【数値目標：(東京)

外部資金（受託･

共同研究含む）等

取組み割合】 

〇多くの研究者の

参加により外部

研究資金 (科学

研究費補助金・

受託研究等) の

獲得をめざすた

め、研究支援に

関する大学の方

針を明確化し、

支援体制の整備

を図る。 

●外部研究資金（科学研究費補助金等）

の獲得                        

【数値目標：(看護)外部資金（受託･共同

研究含む）応募者割合】 

【数値目標：(東京)外部資金（受託･共同

研究含む）等取組み割合】 

〇引き続き外部研究資金等の獲得を目

指すため、より多くの研究者の応募・

取り組みへの参加促進を図る。 

 

【看護学部】 

〇外部資金応募者の目標数値を 45％

に設定する。 

〇研究における倫理観の向上を図る目

的で、研究倫理講習会を開催する。 

 

【助産学専攻科】 

〇研究日を確保し、全員が外部研究資金

並びに学長裁量経費助成に応募する

よう努める。助成事業期間継続中の研

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【看護学部】 

〇外部資金の応募割合は、本年度は１３件であった。教員の

約４０％が応募したこととなった。昨年度との比較では１

０％程度の上昇がみられたが、目標の数字の達成には至

らなかった。 

〇2025 年 6 月 11 日に研修テーマ 「科研費申請の意義

と書類作成時の工夫」（講師：木村聡子（本学看護学部准

教授） 、日高庸晴（本学看護学部教授） 、財務課担当者）

を実施した。専任教員の出席率は対面のみ 93.75%で

あった。 

●外部研究資金（科学研究費補助金

等）の獲得  

【数値目標：(看護)外部資金（受託･共

同研究含む）応募者割合】 

【数値目標：(東京)外部資金（受託･共

同研究含む）等取組み割合】 

〇引き続き、外部研究資金等の獲得

を目指すため、より多くの研究者

の応募・取り組みへの参加促進を

図る。 

 

【看護学部】 

〇外部資金の応募割合が５０％以上

となるように、研究のサポート体

制を組織的に検討する。 

〇FD とサポート体制の整備で、科研

費の獲得を推進していく。 

〇引き続き、教員の倫理観の向上を

図るため、研究倫理研修会を開催

する。 

 

・大学事務局 

【看護】 

・学部長 

・研究倫理委 

・FD・SD 推進委 

【東京】 

・学部長 

・FD・SD 推進委 

【助産学】 

・法人事務局 

（財務部） 
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〇学内の教員間交

流の推進による

学長裁量経費制

度の効果的な利

用を図る。 

〇コンプライアンス

教育や研究倫理

について、教員

の研修を行う。 

究については、研究計画通りに期間内

に遂行できるよう努める。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇科研費は若手教員の研修を行い応募

につなげる。委託費による取り組み数

は今後は人手の問題もあり大きく増

やすことは難しいが、安定した依頼数

を確保する。 

〇本学の研究倫理委員会外部委員であり，倫理の専門家服

部俊子先生による研究倫理研修会を開催した。 

 

【助産学専攻科】 

〇若手教員の外部資金応募はなかった。助産教員は実習期

間や実習時間が長く、研究時間の確保が難しいが、若手

が応募できるように今後も研究日の確保を行っていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇科研費については若手教員 1 名の応募があったが、さら

に応募を促す必要がある。委託費については行政からの

委託については変わらず推移している。広告代理店、高

校などからの委託については昨年度よりも若干ではある

が増加した。 

【助産学専攻科】 

〇全員が外部研究資金並びに学長裁

量経費助成に応募する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇応募数を増やすべく、応募におけ

るサポート（オンデマンド資料）体

制を検討する。  

＜基本戦略＞□4  大学院の改革による高度な人材育成 

 社会を先導する高度な人材の養成に向けて、大学院のあるべき姿を追求する。 

【中期目標】 □4 -➀ 本学の特色を踏まえた大学院の再編に取り組むとともに、新たな大学院の可能性を追求する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●メディア芸術研

究科における改

革･改善の取り

組み 

〇大学院の教育改

革に伴う教員の

研究指導体制の

強化にあわせた

教員確保を図る

ことで、教育の

質 の 向 上 を 図

る。 

〇学位授与のあり

方として、学位

審査の透明性・

公平性の確保を

図るため、大学

院共通指導基準

●メディア芸術研究科における改革･改

善の取り組み 

〇拡充した研究指導体制の安定的な運

用に努める。 

〇マンガ分野・アニメーション分野の指

導教員を確保し、さらなる教育研究の

質向上を図る。 

〇資格審査ルーブリックの見直しを行

い、研究の質向上を図る。 

〇入学者選抜においては志願者の研究

能力を見極めるため、１次 2 次審査に

おける判定基準の見直しを行う。 

 

 

 

〇研究指導教員の増加による定員確保と研究の質向上が

図られた。審査ルーブリックの改変を行い、研究成果の外

部発表の義務化を行った。中国からの上位大学の受験も

増えたことも研究の質向上につながっている。 

○マンガ・アニメーション・イラストレーションの指導教員を

増員し、研究指導対応の幅が広がった。 

○入学者選抜については増加が続き、１次 2 次審査が適切

に機能したが、2 次面接での作品閲覧の効率化が求めら

れる。 

●メディア芸術研究科における改革･

改善の取り組み 

〇指導教員増加に伴う安定した定員

を確保するとともに、プロデュース

関連講義の開設に向けた検討を開

始する。 

○より優秀な人材確保のための選抜

基準について引き続き検証を行

う。 

【東京】 

・研究科長 

・東京事務部 



   
 

- 34 - 
 

を作成し、ルーブ

リックによる透

明性のある評価

基準により審査

を実施する。 

〇入学者選抜で

は、志望者の研

究能力を重視す

る形で判定基準

改善等を進め、

（論文執筆能力

の高い）優秀な

人材を獲得す

る。 

●看護系大学院の

可能性の追求と

その課題への対

応 

〇京阪神圏におけ

る看護系大学院

の状況・需要動

向等の調査・分

析を行う。 

〇調査・分析を踏

まえ、経営の観

点から考察する

とともに、体系

的な教育プログ

ラムについて、そ

の可能性を追求

する。 

●看護系大学院の可能性の追求とその

課題への対応 

〇設置をする際に必要となる諸条件（人

員や施設等）について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇設置をする際に必要となる諸条件(人員や施設等）の整理

は、人員の関係から今年度は進まなかった。 

●看護系大学院の可能性の追求とそ

の課題への対応 

  〇設置をしていくための可能性を現

状から検討する。 

【看護】 

・学部長 

・学長補佐 

・梅田事務部 

＜基本戦略＞□5  社会連携・地域活動の推進 

  産学官連携により地域社会の発展に貢献するとともに、地域活動の積極的な取組により地域活性化に寄与する。 

【中期目標】 □5 -➀ 大学に対する社会的評価を高めるため、社会連携を戦略的に位置づけ、取り組みを強化する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●産学官との連携

による地域社会

●産学官との連携による地域社会への

貢献と高大連携の充実 

 

 

●産学官との連携による地域社会

への貢献と高大連携の充実 

・広報･社会連携室 

・東京事務部 
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への貢献と高大

連携の充実 

〇本学教員の研

究・専門性を活

かして社会連携

事業として講演

会やワークショ

ップ等を実施す

る。 

〇地域イベント等

企業･団体との

協力により、地

域振興･活性化

に寄与するとと

もに地元自治体

と地域連携協定

を締結する。 

〇【看護】大学コン

ソーシアム大阪

の大阪府内地域

連携プラットフォ

ーム活動に参加

する。 

〇【東京】高大連携

や他大学等との

学外連携活動に

より、学生や教

員の活動を活性

化するとともに、

キャンパス 1 階

を多目的に活用

するなど、積極

的に情報発信す

る。 

〇両学部のコラボ

レーションや共

同研究を行い、

お互いの技術

力・実践力の向

上を図る。 

【大阪梅田キャンパス】 

〇宝塚市市民病院でのトリアージ訓練へ

の参加に向け進めていく。 

〇大阪市北区との連携を強化し、包括

連携協定の締結を目指し調整を図

る。 

〇大阪国際空港航空機事故対策総合訓

練へ多くの学生が参加できるよう調

整を図る。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇引き続き、連携協定締結高校との取

組を推進する。 

〇連携事業に携わる教職員組織の基盤

充実に努める。 

 

【大阪梅田キャンパス】 

〇宝塚市との包括連携協定に基づき、2026 年 3 月 7 日 

に宝塚市立病院で実施された 「2025 年度大規模災害ト

リアージ訓練」に学生及び教職員１2 名が参加した。  

〇2025 年 9 月 12 日、大阪市北区との包括連携協定締

結を行った。包括的な連携協力のもとに様々な分野で相

互に協力し、地域活性及び地域課題の解決を目指すこと

を目的としており、幅広い分野でのさらなる連携を推進

するべく協定を締結した。包括連携協定により、10 月

25 日 に開催された「北区健康・食育まつり」へは昨年度

に引き続き学生及び教職員が協力 した。本年度は看護学

部及び専攻科の教員 3 名、看護学部生 3 名、助産学専攻

科生 2 名が身長・体重・血圧測定を実施した。 

〇2025 年 11 月 4 日実施の「2025 年度大阪国際空港

航空機事故対策総合訓練」に、看護学部生 83 名、教職員

10 名が参加した。参加した学生は、傷病者役として、それ

ぞれに設定された無傷者や負傷者となり、避難や救助、ト

リアージ、応急処置、搬送といった一連の災害対応を体験

する中で、災害時の医療活動や様々な機関との連携の重

要性について理解を深めることができた。 

〇地域との連携としては、2025 年 6 月 4 日に

「1,000,000 人のキャンドルナイト茶屋町スロウディ

2025」への参加、12 月 1 日からは「UMEDA MEETS 

HEAT2025」に参加し、学生の作品を展示した。 

〇両学部の技術力・実践力の向上を図れるような連携・コラ

ボレーションについて可能性を探っている。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇2025 年度に実施した社会連携事業（新たな取り組みを

抜粋） 

・LIMITS 高校生大会への協賛と、高校生を対象とした『ク

リエイティブ表現 CAMP by LIMITS』を開催。全 6 回

のプログラムを実施した。 

・神奈川県立神奈川工業高校及びピーディーシー株式会社

との教育コンソーシアム「次世代エクスペリエンスデザイナ

ー育成コンソーシアム」を設立。高校～大学までをつなぐ

取り組み。 

【大阪梅田キャンパス】 

〇２０２６年度も宝塚市立病院で

のトリアージ訓練への参加に向

けて調整を進めていく。  

〇包括連携協定の締結を受け、大

阪市北区との連携をより強固な

ものにしていく。 

〇２０２７年度実施予定の大阪国

際空港航空機事故対策総合訓練

へ、より多くの学生が参加でき

るよう調整を図る。 

〇連携協定を結んでいる(株)KUL

と様々な連携事業の可能性を探

っていく。 

〇地域との連携として、

「1,000,000 人のキャンドルナ

イト茶屋町スロウディ 2026」

「UMEDA MEETS 

HEART2026」参加に向けて

調整を図る。 

〇引き続き、両キャンパス間の連

携について可能性を探ってい

く。 

〇加盟する大学コンソーシアム大

阪を通して、より強固に大学間

連携ができないかの可能性を探

っていく。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇2025 年度に開始した新たな取

り組みを継続しつつ、さらなる

充実に努める。 

○取組実績を大学ホームページ、

広報媒体を通じて効果的に発信

し、大学のブランディングへ活用

する。 

 



   
 

- 36 - 
 

・クリアソン新宿・成女高校・NPO 法人 SoELa・大日本印

刷株式会社・新宿区地域振興部との共同プロジェクトとし

て、環境問題をテーマとしたカードゲーム「マイアース 新

宿・神田川パッケージ」を制作。本学学生がカードのイラス

ト制作を担当。 

・牛乳石鹸共進株式会社とフェムケアにおける社会課題の

研究を目的とした包括連携協定を締結。2025 年 9 月

26 日・27 日の 2 日間、1 階 101 多目的ホールギャラリ

ーを使ってイベント「MOO 自分にふりまわされない」を

開催。 

・中国伝媒大学との包括連携協定に基づき、相互に学生を

受け入れ。伝媒大学からの受け入れは昨年度に引き続き

2 年目。本年度は新たに本学部の科目として「異文化体

験」を開設し、学生 7 名と引率教員 3 名を北京に派遣し

た。 

●SDGs への全学

的な取り組み 

〇本学における

SDGs に関する

学習や活動への

取り組みを現状

把握する。 

〇学内の取組みだ

けでなく、地域

活動、高大連携

を通した様々な

取組みを、

SDGs で掲げる

課題の観点から

情報の共有化を

進め、教職員へ

の意識改革の醸

成及び学生への

啓発活動等に資

するよう努める。 

●SDGs への全学的な取り組み 

〇全学におけるサスティナビリティ推進

を図っているが、より強固な取り組み

の宣言と確立を目指す。 

〇上記に基づき、本学の社会に貢献す

る活動をより強固にし、引き続き積極

的に情報発信を行う。 

 

 

〇学生・教職員のボランティア活動や地域貢献活動の情報

集約については、 広報・社会連携室にて集約するフロー

を確立しているところである（東京新宿キャンパスと大阪

梅田キャンパスのキャンパス間で情報共有をしながらそ

れぞれでの情報収集・ 対応、情報発信を行っている）。  

〇大学ホームページや SNS での情報発信も行っており、引

き続き積極的に行っていく。東京事務部並びに梅田事務

部において、事務部に広報担当がおかれたこともあり、募

集広報と広報の共有とすみわけをした上で、情報収集の

フローを確立していくべく進めているところである。 

 

 

 

●SDGs への全学的な取り組み 

〇全学におけるサスティナビリティ

推進を図っており、より強固な

取り組みの宣言と確立と認知を

行っていく。 

〇地域活動、高大連携、学生や教

職員の活躍など、本学が社会に

貢献する活動をより強固にし、

引き続き積極的に情報発信を行

っていく。 

・広報･社会連携室 

・大学事務局 

 

【中期目標】 □5 -② 幅広い世代を対象とした学習機会の提供を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 
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●リカレント教育の

推進と生涯学習

の振興 

〇上海中医薬大学

日本校との連携

拡充として、共

同事業を開催す

るなど、国際化

を推進する。 

〇幅広い世代向け

の生涯学習等の

取り組みを行

う。 

〇社会人の学修機

会の一層の拡

大・充実に努め

るため、リカレン

ト教育を推進す

る。 

・入学者確保のた

めのニーズに対

応した学習機会

の提供。 

・学位プログラム

の他に、社会人

等を対象とした

一定のまとまり

のある学習プロ

グラム（履修証

明プログラム）

の仕組みづくり

の検討。 

●リカレント教育の推進と生涯学習の振

興 

〇大阪梅田キャンパスの土日活用の方

法を考え、社会人向け講座実施の実

現可能性を探る。 

〇「阪神奈大学・研究機関生涯学習ネッ

ト」が主催する生涯学習講座「公開講

座フェスタ 2025」に生涯学習を推進

する講座を提供する。 

  〇生涯学習等へのニーズを把握し、収益

事業化するためのバランスシートの作

成に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇土日活用の方法、社会人向け講座実施については、授業

や実習等の兼ね合いも鑑みながら実現可能を探っている

ところである。 

〇本学が加盟している「阪神奈大学・研究機関生涯学習ネッ

ト」が主催する生涯学習講座「公開講座フェスタ 2025」

において、2025 年 11 月 19 日に基礎教育・西徳宏専

任講師による講座を提供した。 

〇生涯学習等へのニーズを把握し、収益事業化するための

バランスシートの作成は、人員の関係から着手できなかっ

た。 

●リカレント教育の推進と生涯学

習の振興 

〇大阪梅田キャンパスの土日活用

の方法を考え、社会人向け講座

実施の実現可能性を探ってい

く。  

〇「阪神奈大学・研究機関生涯学習

ネット」が主催する生涯学習講座

「公開講座フェスタ 2026」に生

涯学習を推進する講座を提供す

る。 

・広報･社会連携室 
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基軸３ ガバナンスの強化と持続的組織運営 

 

＜基本戦略＞□6  学生の確保と戦略的広報の推進 

 ステークホルダーへの積極的な取組により、入学希望者の増を図るとともに、戦略的広報により大学のブランド力の向上を図る。 

【中期目標】 □6 -➀ 受験生に選ばれる大学として、志願者の増による入学者の安定的な確保を図り、学修意欲の高い人材を受け入れる。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●アドミッション・

ポリシーに即し

て、入学者選抜

の改善等によ

り、本学で学び

たい学生、学修

意欲の高い学生

の確保 

【数値目標:入学定

員充足率】 

〇総合型選抜及び

学校推薦型選抜

において、基礎

学力の把握がで

きるようにする。 

〇出願手続を簡素

化し、利便性を

向上させること

により、志願者

の増につなげ

る。 

〇【東京】今後の留

学生受験生見込

みを踏まえ、効

果的な入試方法

を確立する。 

〇調査書や志願者

本人が提出する

資料や面接等を 

●アドミッション・ポリシーに即して、入

学者選抜の改善等により、本学で学び

たい学生、学修意欲の高い学生の確

保 

【数値目標:入学定員充足率】 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇引き続きアドミッション・ポリシーに即

した学生を確保すべく、オープンキャ

ンパスなどでの丁寧な説明を行い、他

大学との差別化を図るため、本学なら

ではの内容を発信する。 

〇進路選択の早期化から高校 1・2 年生

への告知を接触的に行い、低学年から

の接触を最大化し、母集団を増やす。

高校３年０学期まで（高校３年進級前）

の接触を増やす。 

〇一人当たりの併願大学数の減少によ

り、本学が「自分に合った本命の大学」

になるべく、志願者数の増加と共に志

望度合いを上げる施策を立案する。 

〇本学に関心を持ち資料請求やオープ

ンキャンパスへの参加などをしてくれ

た方の確実な志望につなげられるよ

うニーズに合った情報を発信する。ま

た、看護学系統の人気低迷により、他

分野からの取り込みも視野に入れ広

報を行う。 

〇年内入試の加速化から一般選抜の定

員を見直し、年内入試の区分の増設、

 

 

 

 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇助産学専攻科は、学内枠入学者の確保、一般での受験者

数確保に向け、順調に進めた。看護学部は、入試方法の多

様化により、主体性評価の受験数が増加し、入学定員の

確保ができた。 

〇他大学との差別化を図るため、学生募集の広報戦略を再

定義・再構築した。具体的には、学内の様々なデータを集

積・分析して本学の強みを再定義し、卒業後の就職実績な

どの成果と組み合わせて「宝塚大学の 4 年間で、なりた

い看護師に成長できる」というナラティブ（物語）を構築し

て広報活動の核にした。 

〇進路選択の早期化に対応するため、高校との信頼関係を

再構築するべく、高校訪問や高校内進路説明会に積極的

に参加した。訪問回数や話す内容を昨年度と比べて質的・

量的に劇的に変化させることを合言葉に、昨年度を大幅

に上回る数の高校を訪問することができた。この結果、高

校との信頼関係をより強化することに成功し、本年度の

学校推薦型選抜（指定校）志願者が昨年度の２６７％と大

幅に増加した。 

〇一人当たりの併願大学数の減少という市場環境の変化に

対応するため、第一志望者層を大幅に増やす施策を実施

した。具体的には、災害・救急看護や小児・母性助産分野

における学びの特長（顧客体験価値）を明確にし、課外プ

ログラムの内容に加えて就職実績、国家試験合格率、退

学率などの実績を使った「ナラティブ（物語）マーケティン

●アドミッション・ポリシーに即して、

入学者選抜の改善等により、本学

で学びたい学生、学修意欲の高い

学生の確保 

【数値目標:入学定員充足率】 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇看護学部の定員充足率：入学予定

者数を 100％確保する。 

  助産学専攻科：100％を確保す

る。 

〇2025 年度に再定義・再構築した

学生募集の広報戦略に基づき、学

内リソースの「選択と集中」を強化

する。 

〇他大学にはない差別化された特長

ある学び（顧客体験価値）に加え

て、「宝塚大学の 4 年間で、なりた

い看護師に成長できる」という高

校生に刺さるナラティブ（物語）マ

ーケティングを強化していく。 

〇資料請求からの来学率・出願率を

高めるため、ランディングページ・

LINE 友だち登録に誘引する導線

を構築する。 

〇LINE 友だち登録者数を KPI（重

要業績評価指標）に位置付け、各施

策が LINE 友だち登録につながっ

ているか PDCA サイクルを回し

【看護】 

・入試広報委 

・梅田事務部 

【東京】 

・入試委 

・東京事務部 
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活用し、学力の３

要素を多面的・

総合的に評価す

る入学者選抜を

実施する。 

〇数理・データサイ

エンス・AI を応

用できる力を判

定するため、「数

学」又は「情報」

の試験問題を選

択科目に加えて

出題する。 

多様な判定方式を導入するなど、従来

の選抜区分を見直し、充実を検討す

る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇入学定員の確保に向け、2025 年度

学生募集広報の重点戦略として、以下

に取り組む。 

・継続的な WEB DM 配信による高校

１・２年生における認知拡大 

・学部案内リニューアルによる学部の魅

力の効果的な発信 

・募集管理システム更新と LINE 広告

の効果的な連携によるナーチャリング

促進 

〇進学相談会については、引き続き重点

地域に絞って参加する。 

〇昨年度に引き続き、指定校への重点

的な訪問を行い、優秀な受験生の獲

得を達成する。 

〇オープンキャンパスの開催スケジュー

ルを見直し、より多くの高校生が参加

できるよう対応を進める。 

〇オープンキャンパスにおける受験対策

講座の中身を再検討する。 

グ」をオープンキャンパスや進学相談会などで実施した。

この結果、本年度の総合型選抜(主体性評価)専願志願者

が昨年度の１７１％と大幅に増加した。 

〇本学に関心を持ち、オープンキャンパスなどに参加した方

を確実に志望につなげるため、本年度からオープンキャ

ンパスで志望理由書の書き方や専願制入試のポイントな

どを解説する「受験準備講座」を新設し、2025 年５～8

月までのオープンキャンパスで毎回実施した。また、オー

プンキャンパスに参加した高校３年生に対して、LINE を

使って上述の受験準備講座に新情報を追加した限定配信

動画を制作し、対象者に対して配信した。この結果、オー

プンキャンパスに複数回参加した高校３年生が大幅に増

加し、オープンキャンパスからの出願率が昨年度から

10％以上向上した。 

〇本年度から、総合型選抜（主体性評価）を３回実施し、さら

に複数の併願方式を検定料無料で受験できる入学者選

抜改革を実施している。 

〇放課後オープンキャンパスを導入し、丁寧な説明を行い、

模擬授業体験では演習を経験できるように行った 

〇高校訪問では、現状の把握と本学の特徴、入試形態を説

明した。また、本年度は教員も高校訪問を行い、実際の教

育の場面の特徴を説明し、興味をもってもらうようにし

た。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇WEB DM のクリック率が平均値を超えており、高校低学

年に対する一定の認知は図れた。次年度も引き続き認知

拡大に向けた広報活動を行う。 

〇学部案内をフルリニューアルし、内容の充実を図った。学

部・分野の要約ではなく、大学生活をイメージできる内容

とした。 

〇募集管理システム(infoCloud)を活用したフォローアッ

プを開始したが、オートフォローの構築にとどまり、個別

手動によるフォローにまでは至らなかった。次年度は、よ

り発展的な利用を行う。また、システムへ蓄積されたデー

タから志願者傾向等を分析する。 

〇地方都市部での進学相談会へも積極的に参加。広報活動

的に厳しいと見込んでいた関西圏でも 1 名入学予定者を

確保できた。 

て、WEB・デジタルマーケティング

施策の精度を高める。 

〇引き続き、対面接触機会（タッチポ

イント）での広報に注力し、オープ

ンキャンパスからの出願率を高め

る。 

○魅力ある大学に向けた学校案内の

再検討。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇入学定員の確保に向け、2026 年

度学生募集広報の重点戦略とし

て、以下に取り組む。 

 ・WEB DM、紙 DM を利用したプ

ッシュ型広報により認知を拡大さ

せる 

 ・募集管理システム(infoCloud)

を活用したフォローアップ及び

SNS によるデジタルマーケティン

グにより、接触した高校生のナー

チャリング（志望度育成）を行う 

 ・オープンキャンパス参加～出願間

の離脱を減少させるため、オープ

ンキャンパスイベントの見直しを行

う 

 ・一部オープンキャンパスを体験入

学型に変更し、本学部の特徴をよ

り理解してもらうための機会を提

供する 

 ・選抜内容の見直しを継続的に行

い、受験生のニーズに応える 

〇高校生と直接接触できる機会であ

る進学相談会及び校内ガイダンス

に、重点地域に絞りつつも積極的

に数多く参加する。また、進学相談

会におけるブース装飾を魅力ある

ものへとリニューアルする。 
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〇指定校を中心に月平均８０校の高校訪問を行ったが、推

薦型の出願が減少した。本学部の特徴、アピールポイント

を端的に伝えられる内容に改善する。 

〇オープンキャンパスへの家族参加、地方からの参加を促

すため、お盆期間中も開催するスケジュールに変更した。 

〇指定校及び在校生出身校への重点

的な訪問を行い、継続的な出願を

促す。 

●入学者選抜の評

価及び妥当性の

検証 

〇入試・学生募集

に係る全学的な

企画立案及び全

学的な入学者選

抜の評価を行う

ため、専門的な

専任教員及び専

任職員（アドミッ

ション・オフィサ

ー）を配置する。 

〇入学後の学修状

況及び離学者の

調査分析等に基

づき、入学者選

抜の妥当性を検

証する。 

〇【東京】学事暦の

柔軟化の取組(３

学期制又は４学

期制、４月以外

の学生受け入れ

を前提とした入

学者選抜)を検

討する。 

●入学者選抜の評価及び妥当性の検証 

【看護学部・助産学専攻科】  

〇これまで、入学後の休退学率・GPA・

看護師国家試験合格率の関係を分析

して入学者選抜区分の妥当性につい

て検証してきたが、母数が少ないた

め、選抜の傾向より個別性による結果

によるものが大きいと考えられるた

め、従来の検証方法を継続しつつ、他

の検証方法も模索する。 

〇入試作問に関しては、入試結果をもと

に、入試作問専門部会において高等学

校関係者等の外部有識者を交えて分析

し、ミスのないように厳重な進行管理

をするとともに、引き続き問題の妥当

性について検証する。 

〇IR 推進委員会での具体的なデータ分

析を踏まえ、今後選抜における評価の

妥当性を含め、議論を継続する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇入学者選抜の妥当性検証結果に基づ

き、総合型 3 期、総合型留学生 3 期、

一般 3 期の各選抜を廃止する。 

〇例年通り、IR 推進委員会と連携して

入学者選抜の評価及び妥当性を検証

する。 

〇適切な入学者選抜の評価に向けて、

IR 分析による妥当性の検証を行うと

もに、適切な入学前教育のあり方につ

いても検証を行う。 

 

 

【看護学部・助産学専攻科】  

〇入試・学生募集に活かせるよう、新入生調査、学修行動調

査、卒業時調査の結果分析を教授会で報告した。入学者

選抜の妥当性評価には至っていない。 

〇入学試験の結果の評価を行い、昨年度の同試験の内容と

比較し、合格者を決定した。 

〇２０２５年８月の入試・広報委員会において、２０２５年３月

に卒業した学生の選抜区分ごとの入試成績・GPA・退学・

休学・国家試験合格状況などをクロス集計したデータを

開示し、過去に行われた入学者選抜の妥当性について検

証した。過年度に比べて退学者が大幅に減少する一方

で、一般選抜２期入学者の学修状況に課題が見られた。 

〇高校の校長経験者であり、学科試験における各科目の専

門家でもある有識者４名による入試作問専門部会を開催

し、入試結果の分析や学習指導要領の改訂の伴う入試出

題形式などについて検証した。また、入試問題について

は、作問担当者による問題チェックと作問専門部会によ

る問題チェック、最後に学内担当者による最終チェックを

行うトリプルチェック体制を構築しており、ミスのない入

学者選抜実施に向けた確認体制を構築している。 

〇IR 推進委員会に対して入学者選抜のデータを提供し、今

後の選抜方法について検討する基礎資料にしていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇2024 年度入学者を対象に、①高校生時点での成績・②

入試での得点・③2024 年度 GPA の関係について、基

礎的な分析を行った。分析の結果、以下が明らかになっ

た。 

●入学者選抜の評価及び妥当性の検

証  

【看護学部・助産学専攻科】  

〇入学者選抜の妥当性評価の検証に

活かせるよう、入学者選抜区分ご

とに新入生調査、学修行動調査、

卒業時調査結果をデータ整理す

る。 

〇入学者選抜方法の妥当性を検討

し、入試配点の割合の見直しをす

る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇引き続き、入学者選抜の妥当性に

ついて検証を行い、入試委員会に

対して提言を行っていく。 

〇入試に対する受験生のニーズを分

析するとともに、入試制度改革を

継続して行う。 

 

 

 

【看護】 

・入試広報委 

・IR 推進委 

・梅田事務部 

【東京】 

・入試委 

・ＩＲ推進委 

・東京事務部 
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・【①高校生時点での成績→②入試での得点】には、統計

的に有意な正の相関が確認された 

（相関係数：0.468） 

・【②入試での得点→③2024年度 GPA】には、統計的

に有意な相関は確認されなかった 

（相関係数：0.124） 

・【①高校生時点での成績→③2024 年度 GPA】には、

統計的に有意な正の相関が確認された 

（相関係数：0.232） 

○入学前教育 

「学問サキドリプログラム」の結果、①学習習慣の高低、②

学習意欲の高低の 2 軸で新入生を分類し、学習意欲の

低いグループについてはアドバイザー教員と連携してフ

ォローする体制とした。入学前に新入生の学習意欲（学

びの目的意識等を含む）をある程度把握できることは学

習指導・支援に有益と評価しており、次年度も引き続き

同プログラムを退学予防に活用する。 

〇２０２７年度選抜より以下の改定を行う。 

・総合型選抜３期、総合型選抜留学生３期、一般３期を廃

止 

・総合型選抜[情報基礎力]１期・２期(併願)を新設 

・一般選抜への英検スコア利用を導入 

●高大連携による

大学教育への円

滑な移行 

〇本学の出張授業

やキャンパス見

学会の提供など

により、本学へ

の関心、信頼が

より一層高まる

よう取り組む。 

〇高等学校との連

携協定をすすめ

るなど、高大連

携を強化するた

め、以下の取組

を検討する。 

●高大連携による大学教育への円滑な

移行 

【大学共通・補助金対応】 

〇高等学校教育と大学教育の連携強化

に向け、高等学校との合同授業や合同

研修会の実施、高等学校等との定期

的な意見交換、高等学校と連携した入

学前教育を実施する。 

 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇高大連携講義である「サマースクール」

と「スプリングスクール」は、本学の特

長的な分野を内容として実施する。参

加者を増やすため、告知方法について

 

 

【大学共通・補助金対応】 

〇高校教育と大学教育の連携強化に向け、高校との合同授

業や合同研修会の実施、高校等との定期的な意見交換、

高校と連携した入学前教育を実施するべく可能性を探っ

ている。高校の探求授業を利用した出張講義依頼が 2 校

ほどあったため、次年度以降件数を増やせるように積極

的に高校との交流を図っていく。 

 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇高大連携として、高校へ出張講義、本学来校による講義

を積極的に受け入れている。講義内容では、高校生の学

習レディネスを確認し、内容を充実させた。本年度は１年

間高校の探求授業における指導を担当した。 

●高大連携による大学教育への円滑

な移行 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇高大連携講義の内容と担当者の見

直しを行い、興味がある内容を紹

介していく。 

〇引き続き、高校との信頼関係構築

に注力し、本学で学びたいという

意欲の高い学生を安定的に確保す

るために高大連携、高大接続を強

化する。 

 

 

 

 

・広報･社会 

連携室 

【看護】 

・入試広報委 

・梅田事務部 

【東京】 

・入試委 

・広報委 

・東京事務部 
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 ・本学の学修を高

校生が経験する

機会(合同授業

実施等）の提供 

 ・高校･教育委員会

との定期的な意

見交換 

 ・高校との教職員

の人事交流･合

同研修の実施 

 ・高校と連携した

入学前教育の実

施 

〇データに基づい

たターゲットとす

る高校から安定

的に入学者が確

保できるよう

に、ターゲット校

出身の学生と協

力して、当該高

校での本学の認

知を高めてい

く。 

検討する。入学者選抜につなげる仕組

みづくりを引き続き検討する。 

〇新たな高校訪問体制を構築する。ター

ゲット校への丁寧な訪問、聞き取りを

行い、ニーズに合った情報提供をす

る。また、引き続き大学見学会、出張

授業についてＰＲする。 

〇高等学校と連携した入学前教育や合

同授業、合同研修の可能性を模索す

る。指定校推薦から可能性を探る。 

〇数理・データサイエンス・AI を応用で

きる力を判定するため、資格・検定試

験等の活用を検討する。 

〇高大連携講義である「サマースクール」

と「スプリングスクール」の結果から内

容について検証・検討し、看護師・助産

師の専門的な仕事内容について学び

ながら入学者選抜にもつなげていけ

るようなカリキュラムを構築する。 

〇本学の特長の 1 つである災害看護な

どの講義を前倒しで高校生が受講で

きるような、新しい高大接続の可能性

を引き続き模索する。 

〇教養教育推進委員会と連携し入学前

教育の成果を継続的に分析するとと

もに、学修する習慣、方法を身に付け

るシステムづくり等、入学前教育と初

年次教育をつなぐ新たな仕組みを引

き続き検討する。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇協定締結校との取り組みを進化させ

一環として、協定締結校からの入学者

を対象とした入学前教育を検討し、年

内入試で合格を決めた後の時間を有

効に使って、継続的な学習の機会を提

供する。 

〇高校との信頼関係を構築する中で、高校訪問時の「高大

連携講義」の営業活動を強化した。具体的には、高大連携

講義の内容や実績をわかりやすく紹介したリーフレットを

新たに作成し、本学教員から高大連携講義として実施で

きる講義リストを提出していただき、高校向けに公開し

た。さらに、高大連携講義の広報用に専用ホームページを

立ち上げ、高校ごとの異なるニーズにも対応できる使い

やすい高大連携講義を PR した。また、学長が直接高校

を訪問し、校長に対して高大連携を PR するトップ営業を

２１校に対して実施した。この結果、高大連講義の実施回

数が昨年度の１４０％と大幅に増加した。さらに、本年度

は探究授業での連携も増加しており、高校偏差値が高め

な進学校への足掛かりを作り始めている。 

〇高校と連携した入学前教育、合同授業、合同研修に実施

に向けて、高校教員との対話を継続している。 

〇数理・データサイエンス・AI を応用できる力を判定する検

定試験の活用について引き続き検討している。 

〇高大連携講義の実施が増え、オープンキャンパスでも体

験講座を受講できる回数も増えたため、サマースクール・

スプリングスクールの役割も変化し始めている。今後は、

信頼関係を構築した高校との高大接続を意識した新たな

入試制度の検討につなげていく。 

〇ターゲット校の選定は過去に本学入学・受験の実績があ

る高校を優先的に選択して、アポイントを取り、高校訪問

を実施した。 

〇大阪・兵庫に限らず、近隣の京都・滋賀にもターゲットの

範囲を広げ、本学の知名度を上げることから始めた。 

〇本学の特長の一つである災害看護については、2025 年

１２月１５日に東海大学付属仰星高校の高校生に対して実

施し、特に部活動を頑張っている高校生が参加して大変

好評であった。 

〇本年度は大阪空港での災害訓練に 1 年次生が参加する

こととした。 

〇教養教育推進委員会と連携した入学前教育については、

実施する内容や入学後の初年次教育とのつながりなどを

引き続き検討していく。 

 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇高校教員向け説明会の内容の見直

しを図る。 
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【東京メディア芸術学部】 

〇入学前教育を継続実施。プログラム内容を IR 推進委員

会にて検討することとした。 

【中期目標】□6 -② デジタルメディア等を活用した情報発信により、本学のブランド力の向上を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●本学の特長や求

める学生像の発

信と学生の安定

的な受け入れ 

〇訪問対象校を見

定めるとともに

受験者層にダイ

レクトに伝わる

効果の高い情報

を迅速に発信す

るため、

YouTube、

Instagram 等

の WEB を使用

した広報・広告を

積極的に活用す

る。 

〇オープンキャン

パスの内容を見

直し、学生が主

体的に企画・参

加するコンテン

ツや本学におけ

る特徴的な学び

を体験できる講

義を充実させ

る。 

〇【東京】学生募集

に関わる各イベ

ントでは対面型

に加えて、WEB

や YouTube 

Live によるオー

●本学の特長や求める学生像の発信と

学生の安定的な受け入れ 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇昨年度から業者を見直した WEB 広

告を引き続き配信するとともに SNS

への広告掲出を実施する。 

〇引き続き SNS 運用に注力する。高校

生が影響を受けるメディアが変化して

いることから、SNS で発信する「リア

ル」で宝塚大学らしいブランドを作る。

アカウントから発信する記事内容の充

実を図る。学生、卒業生を積極的に登

用し、高校生自身が将来像を描きやす

くする。トレンドを把握しながら内容を

精査しつつも発信量を増やす。コンテ

ンツを増やすことでアカウントから本

学の特長がわかるような運用を目指

す。 

〇看護学系統だけでなく周辺分野も視

野に入れ広報を行う。関西の看護系

学部が飽和状態となっている状況

で、本学の認知度を高めるために、統

一したビジュアルを使用するなどの工

夫をし、特長を効果的にアピールす

る。 

〇進路選択に消極的な高校生も存在す

るため、DM や WEB 広告を活用し、

母集団を形成する。 本学や本学の学

びに関心を示してくれた方には積極

的にコミュニケーションを取り、本学

が「自分に合った本命の大学」になる

べく、志望度合いを上げる施策を立案

する。 

 

 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇本学ホームページ情報更新を計画的に行い、SNS では、

学生の協力をもらい、学生生活の映像・画像やメッセージ

をアップしてきた。 

 〇WEB 広告を適切な配信がされるようターゲティングを

設定した。離脱者を防ぐべく、オープンキャンパス等の募

集イベントに特化した「イベント特設サイト」と入試情報に

特化した「入試特設サイト」をランディングとするページ

を作成し、広告出稿を行った。 

〇SNS 運用に注力し、ベースとなる年間での計画を立て

た上で、Instagram、Tiktok など高校生が影響を受け

る SNS で「リアル」な看護学部を発信している。学生、卒

業生を積極的に登用し、トレンドを把握しながら発信量を

増やしており、フォロワー数も増加している。本学の特長

がわかるような運用を目指し更新を進めている。 

〇本学の認知度を高めるため、2026 年度募集の学部案内

からはよりアカデミックで「近さ」を強調したキービジュ

アルを設定、統一したデザインとして告知ツールに使用

するなどの工夫をし、特長を効果的にアピールしてい

る。 

〇低迷している学生募集活動を立て直すため、広報戦略の

再定義、再構築を実施した。限られた学内リソースを使っ

て効率的に学生募集に結びつける広報導線を明確にし、

リソースの選択と集中の観点で事業計画の見直しを行っ

た。具体的には、看護学系統の周辺分野などへの広報を

取りやめ、看護師を目指す高校生に選ばれる大学になる

ための広報に一本化した。 

○進路選択に消極的な高校生に対する広報はコストベネフ

ィット（費用便益）が低いため取りやめた。意欲の高い高

●本学の特長や求める学生像の発信

と学生の安定的な受け入れ 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇2025 年度に再定義・再構築した

学生募集の広報戦略に基づき、

「宝塚大学の 4 年間でなりたい看

護師に成長できる」という高校生

に刺さるナラティブ（物語）を広報

の核とする。 

〇デジタルマーケティングの再構築

を行い、学生募集施策の効果検証

を短い期間で実施して PDCA を

回せる仕組みを確立する。また、

MA（広報自動化）ツールを使用し

て、LINE 友だち登録者をセグメ

ント（志向）に分類し、一人ひとりの

状況や志向に合った情報提供を実

施してナーチャリング（志望度育

成）する仕組みを構築する。 

〇オウンドメディアであるホームペー

ジや YouTube、SNS の役割を

明確にし、特に非対面接触機会（タ

ッチポイント）のハブになる大学ホ

ームページのコンテンツを大幅に

刷新する。 

〇新たな施策として、資料請求者に

対して「なりたい看護師診断（仮

称）」を WEB 上で実施する。小児

看護師や救急看護師など本人の

特徴に合った仕事（職種）をレコメ

ンド（推薦）することで、なりたい

看護師像を明確にして本学への入

・広報･社会 

連携室 

【看護】 

・入試広報委 

・梅田事務部 

【東京】 

・入試委 

・広報委 

・東京事務部 
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プンキャンパス

等、オンラインを

活用した学生募

集を一層進め

る。 

〇オープンキャンパスの内容はアンケー

ト結果や他大学の情報などを参考に、

よりよい形になるように検討を行い

実施する。また、集客や SNS でのシ

ェアードが期待できる企画を立案す

る。 

〇本学のブランド力向上を図るため、本

学の特長である芸術と科学の協調を

広報活動で表現する。東京メディア芸

術学部との連携した企画立案をする。 

 

【東京メディア芸術学部】 
〇インターネット広告については、年間

に配信する動画の本数を増やすこと

で鮮度を維持する。 

〇YouTube は Short 動画を軸とし

て、頻度高く投稿する。 

〇募集管理システムを活用した分析結

果を基に、本学に興味を持っている高

校生に向けたタイムリーな情報提供を

実施することで、確実なオープンキャ

ンパス動員、出願促進につなげる。

DM 配信（Web・郵送共）にあたって

は、業者が持つリストを活用する。 

〇引き続きオープンキャンパスのコンテ

ンツ改善に取り組む。 

校生の本学志望度をより高めていくナーチャリング（志望

度育成）戦略を強化する方向で戦略の再構築をした 

〇昨年度は資料請求数・オープンキャンパス参加者数が増

えているにもかかわらず志願者数が減少していた。こう

した結果に至る原因を分析し、オープンキャンパスや進学

相談会など対面接触での PR 方法を大幅に変更した。具

体的には、なりたい看護師になれる 4 年間の成長イメー

ジと、実際の在学生が成長しているエビデンスを交えて

本学の特長を伝える「ナラティブ（物語）マーケティング」

に取り組んだ。これにより、本学を第一志望とする専願志

願者を大幅に増やすことができた。 

〇卒業生にフォーカスをしたロールモデルサイトの作成を進

めている。まずは、看護学部卒業生のロールモデルページ

を作成に向けて進めており、東京メディア芸術学部の卒

業生のロールモデルページも作成できるよう検討してい

る。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇インターネット広告について、横長・Short ともに種類を

増やし、効果測定を行い、広告として鮮度と有効性を確認

した。 

〇業者リストによる WEB DM を配信し、高校低学年への

認知拡大を行った。また、募集管理システム

(infoCloud)のオートフォロー機能により、オープンキャ

ンパス参加促進動画等を配信した。 

〇オープンキャンパスにおいて、多数の在学生イベントを実

施した。 

 ・オープニングトーク ・学生トークショー 

 ・受験対策講座 ・ゼミ紹介 ・サークル紹介 等 

 

学意欲を高める施策につなげてい

く。 

〇学生生活の継続的な発信をする。  

〇引き続き、WEB 広告を適切な配信

がされるようターゲティングを設定

し、「イベント特設サイト」と「入試特

設サイト」をランディングとし、広告

出稿を行う。 

〇引き続き、SNS 運用に注力し、

Instagram、Tiktok などで「リ

アル」な看護学部を発信していく。

学生、卒業生を積極的に登用し、

本学の特長がわかるような運用を

目指し更新を進めていく。 

〇近隣競合との差別化を図るために

も、引き続きアカデミックで「近さ」

を強調したキービジュアルを設定、

統一したデザインとして告知ツー

ルに使用し、特長を効果的にアピ

ールしていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 
〇インターネット広告について、東京

新宿にあること、学科・分野の魅

力、キャリアの見通し、クロスオー

バー型教育、高校生が共感できる

学生生活に重きを置いた広報素材

を用意し、展開する。 

〇募集管理システム(infoCloud)

を活用したフォローアップ及び

SNS によるデジタルマーケティン

グにより、接触した高校生のナー

チャリング（志望度育成）を行う。

infoCloud 上でスコア化された

接触度を基に個別でのフォローも

実施する。 

〇オープンキャンパス参加～出願間

の離脱率を減少させるため、オー

プンキャンパスイベントの見直しを
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行う。特別イベントを設置し、参加

の意義を増進させる。また、外部講

師を招いての受験対策も実施す

る。 

〇一部オープンキャンパスを体験入

学型に変更し、本学部の特徴をよ

り理解してもらうための機会を提

供する。 

●本学の様々な取

組をホームペー

ジを中心に広報

活動として発信 

〇学生募集広報を

はじめとする広

報活動をより一

層充実強化する

ための行動指針

として、広報戦

略を取りまとめ

る。 

〇社会連携等の取

り組みと大学ニ

ュースの定期的

な配信を継続し

て行う。 

〇【東京】学外連携

活動の取り組み

や、教員・卒業生

の社会での活躍

などについて、

適時プレスリリ

ースを行うとと

もに、ホームペー

ジで情報発信す

る。 

〇学生と学長等教

職員との交流機

会を定期的に設

ける。 

●本学の様々な取組をホームページを

中心に広報活動として発信 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇新着記事更新や新規コンテンツ作成

など、広報・社会連携室と共に、生き

生きとしたホームページ作成を目指

す。作成したランディングページへの

アクセス数を外部からの誘導強化によ

り増加させる。 

〇ホームページや SNS で本学の活動

（社会連携、学生、教員）については、

積極的に情報発信を行っていく。情報

収集の方法について、窓口を一元化す

る等の方法については引き続き検討

していく。 

〇東京メディア芸術学部と連携をとりな

がら、学生募集につながるようなホー

ムページの刷新を行う。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇広告代理店の選定見直し、媒体の整

理、広告コンテンツの拡充を行う。 

〇社会連携ページと印刷物を作成し、広

報活動に寄与する。 

〇複雑化している学部ホームページの導

線を整理し、ユーザビリティの向上を

図る。 

 

 

〇卒業生にフォーカスをしたロールモデルサイトの作成を進

めている。まずは、看護学部卒業生のロールモデルページ

を作成に向けて進めており、東京メディア芸術学部の卒

業生のロールモデルページも作成できるよう検討してい

る。 

〇東京メディア芸術学部との情報交換や連携をとりなが

ら、ホームページの改修を進めており、まずは各学部トッ

プページのスマートフォンに最適化した改修を行ってい

る。 

 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇広報戦略の再定義、再構築を行い、本学の第一志望者層

を増やすための広報導線、及びナーチャリング（志望度育

成）施策（ホームページ、YouTube、SNS などのオウン

ドメディア構築）について検討した。具体的には、資料請

求からランディングページに推移する明確な導線を構築

し、PV（ホームページ閲覧）数を大幅に増やす施策を実施

する。さらに、効果測定指標として LINE 友だち登録者

数を KPI（重要業績評価指標）として位置付け、LINE 友

だち登録に至る導線と登録を誘引する施策について具体

的に検討した。 

〇新着記事更新や新規コンテンツ作成など、入試課・広報・

社会連携室と共に、生き生きとしたホームページ作成を

目指し更新を進めている。ホームページのアクセス解析も

行っており、ランディングページとして作成した「イベント

特設サイト」と「入試特設サイト」についてもアクセス数を

測定しながら、WEB 広告や進学サイト・進学情報誌や告

知物など外部からの誘導の着地点として設定しており、

アクセス数を増やすように努めている。 

●本学の様々な取組を大学ホームペ

ージを中心に広報活動として発信 

〇卒業生にフォーカスをしたロール

モデルサイトの充実を図り、東京メ

ディア芸術学部の卒業生のロール

モデルページも作成できるよう進

めていく。 

〇東京メディア芸術学部と連携をと

りながら、大学ホームページのブラ

ッシュアップを進めていく。 

 

【看護学部・助産学専攻科】 

〇他大学にはない差別化された取り

組みを充実させるため、教職協働

で学生・高校生に刺さる魅力的な

課外プログラムを拡充していく。特

に、災害・救急看護師や小児看護

師・助産師を目指す学生・高校生の

顧客体験価値を高めるプログラム

を拡充し、その実施プロセスや学

修成果の情報発信を通じて、「宝塚

大学の４年間で、なりたい看護師

に成長できる」というナラティブ

（物語）の浸透を図る。 

〇「分野別リレー」といった形で、学

部・専攻科それぞれの授業や取り

組みの紹介をつないでいくような

企画を立案し、大学ホームページ

やＳＮＳ等で発信していく。 

〇引き続き、新着記事更新や新規コ

ンテンツ作成など、生き生きとした

・広報･社会 

連携室 

【看護】 

・入試広報委 

・梅田事務部 

【東京】 

・入試委 

・広報委 

・東京事務部 
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〇ホームページや SNS で本学の活動（社会連携、学生、教

員）については、積極的に情報発信を行っている。情報収

集の方法については、募集広報とのすみわけと共有をし

ながら、窓口を一元化する等の方法について引き続き検

討をしている。 

〇高大連携については、リーフレットをベースにホームペー

ジにも掲載するべく作成を進めている。社会連携ページ

に ついても同様にホームページにコンテンツを作成して

いるところである。 

 

【東京メディア芸術学部】 
〇各代理店へ適切な広報実施の検討を行った。 

〇社会連携の実績ページをまとめ直した。 

〇不要なページを削除し、導線の精緻化を進めた。 

〇多数の進学媒体への掲載が行われていたため、業者を整

理し大手への集中掲載に切り替えた。 

ホームページ作成を目指し更新を

進めていく。ホームページ全体並

びに「イベント特設サイト」「入試特

設サイト」についてもアクセス解析

を行いながら、タイムリーに更新を

進めていく。 

〇キャンパス間での交流について

は、対面、オンライン、両方での交

流について引き続き検討してい

く。例えば、留学生へのインタビュ

ーを実施し、日本の医療で困った

ことのヒアリングや学部生にも同

様のヒアリングを行い、相互の情

報交換や学生自身の看護観やスキ

ルアップに生かせるような機会を

作る。 

〇高大連携ページのコンテンツの充

実と、社会連携ページについても

コンテンツの充実を進めていく。 

 

【東京メディア芸術学部】 

〇学部ホームページトップを刷新し、

流入導線を整理する。 

〇学生作品のウェブアーカイブ化を

推進し、学生募集広報に活用する。

〇受験生応援サイトをフルリニュー

アルする。オープンキャンパス日程

や選抜情報のまとめサイトではな

く、本学部の特徴を知ってもらい、

興味を持ってもらうためのランデ

ィングページとして再構築する。 

＜基本戦略＞□7  ガバナンスの強化による経営改革 

 社会環境の変化等に機動的に対応できるようガバナンスの強化により、大学運営の改善・効率化を図り、学校法人として責任ある運営を行う。 

【中期目標】 □7 －➀ 各戦略を着実に進めるため、ガバナンス体制を強化する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 
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●機能的なガバナ

ンス体制による

経営部門と教学

部門の適切な役

割分担 

〇大学の諸課題を

計画的に解決で

きるよう法人組

織等の再編成を

図り、理事長及

び学長のリーダ

ーシップを支え

る体制を整備す

る。 

〇法人経営は理事

長主宰による管

理運営協議会、

教学は学長主宰

による学部長等

会議のもとで取

り組む。 

●機能的なガバナンス体制による経営

部門と教学部門の適切な役割分担 

〇引き続き、法人経営は理事長主宰に

よる管理運営協議会、教学は学長主宰

による学部長等会議のもとで取り組

む。 

〇2025 年 4 月改正施行する新寄附行

為に基づく法人運営が始まるため、よ

り実効性のあるガバナンス体制を強

化していく。 

 

 

〇法人経営は管理運営協議会、教学は学部長等会議が日常

的な意思決定を行い、適切な権限及び役割の分担と相互

チェックによりガバナンス体制を構築している。 

○2025 年 6 月に新たな寄附行為に基づく役員等の選任

を行った。新私学法に基づく理事会・評議員会の適切な

運営を確立する。 

○統合事務局（法人・大学）の一体的な運営にはなお課題が

あると考えており、実務レベルの管理者で協議できる仕

組みが必要である。 

●機能的なガバナンス体制による経

営部門と教学部門の適切な役割分

担 

〇引き続き、法人経営は理事長主宰

による管理運営協議会、教学は学

長主宰による学部長等会議のもと

で取り組む。 

○理事会・評議員会を適切・確実に

運営し、法人のガバナンス体制を強

化する。 

○事務局組織の運営や意思決定を

効果的に行う仕組みを検討し、実

施する。 

【統合事務局】 

・大学事務局 

・法人事務局 

 

●ガバナンス･コー

ドに基づく学校

法人の運営 

〇理事会の役割、

理事の責務（役

割･職務･監督責

任）を明確化す

るとともに、理

事への研修機会

の提供と充実を

図る。 

〇私立学校法の改

正等を踏まえ、

必要に応じて本

学ガバナンス･コ

ードの点検と改

正を行う。 

●ガバナンス･コードに基づく学校法人

の運営 

〇2025 年 4 月施行の改正私立学校法

の内容に沿った「ガバナンス・コード」

第二版を策定する。 

〇新寄附行為のもと、理事会・評議員会

の機能的な運営を模索していく。 

 

 

 

 

〇日本私立大学協会 私立大学ガバナンス・コード＜第 2.0

版＞の受け入れを行い、本ガバナンス・コードに基づいて

点検結果報告書を作成した。点検結果報告書を組織的に

確定したのち、2025 年 9 月末に点検結果報告書を本

学ホームページに掲載した。2025 年 10 月に日本私立

大学協会へ点検結果報告書の報告を行った。  

〇2025 年 4 月より改正私立学校法に基づく寄附行為を

施行した。新たな寄附行為の規定に基づき理事会、定時

評議員会や臨時理事会を開催しており、その運営を点検

している。 

 

 

 

●ガバナンス･コードに基づく学校法

人の運営 

〇引き続き、最新版の日本私立大学

協会 私立大学ガバナンス・コード

に基づいた点検を行い、組織的に

確定した点検結果報告書の本学ホ

ームページへの掲載と日本私立大

学協会に対して点検結果報告書の

提出を行う。 

○理事、評議員、監事の役員等につ

いて、研修機会を積極的に提供す

る。 

○理事会、評議員会の開催日程につ

いて、2025 年度の運営を点検し

た上でより良いスケジュールを組

む。 

・法人事務局 

（総務部） 

・監査・評価室 
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〇理事会・評議員

会が機能的に運

営できるよう、

会議案内・資料

整備・的確な情

報提供に努め、

意思決定を迅速

に行う。 

【中期目標】 □7 -② 効果的な人員配置を進めるとともに、人材育成及び職場環境活性化のための人事制度改革を推進する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●人事管理による

教職員の確保と

配置 

〇効果的な人員配

置によって生産

性を高められる

よう、教職員管

理（教職員総数、

職位別配置、異

動等）や組織改

編を行う。 

●人事管理による教職員の確保と配置 

〇中期人事計画の策定については、以

下の方針により検討する。 

・両学部とも補充によって現状の予算

定数を維持しつつ、新たな課題対応の

ために必要な増員はその都度検討す

る。 
・今後、「宝塚大学ビジョン 2027」に

おける新学部等の構想を踏まえた上

で、教職員の人員増を行う。 

 
【東京メディア芸術学部】 

〇教員人事においては各人の業績を把

握し、適切に処遇する。 

〇職員にあっては業務の拡大・変容に合

わせて柔軟に組織する。 

 

〇人事評価の結果を昇給等に反映する基準は策定できて

いないが、教員評価及び職員人事評価の結果は、冬季賞

与の成績率を検討する際の参考として用いている。 

 
【東京メディア芸術学部】 

〇教員人事については、定年後特任で残る教員分の新規採

用を進めているが、アニメーション分野などでは適切な人

材確保に課題が残る。 

〇本年度新たに着手した文化庁の令和 6 年度補正事業「次

世代メディア芸術人材育成プロジェクト」については、

2025 年度中に 2 名の職員を新たに採用し担当とした。

また、年度中の退職が複数生じたため、2026 年 4 月 1

日までに補充採用を完了した。 

○ジョブローテーションを目的とした人事異動を 2026 年

6 月 1 日付けで行う。 

●人事管理による教職員の確保と配

置 

〇両学部とも補充によって現状の予

算定数を維持しつつ、新たな課題

対応のために必要な増員はその都

度検討する。 

 
【東京メディア芸術学部】 

〇アニメーション分野教員について、

適切な人材確保を進める。 

○引き続き、各部署の業務実態に応

じた職員配置を検討していく。 

・法人事務局 

（人事部） 

【看護】 

・学部長 

・梅田事務部 

【東京】 

・学部長 

・東京事務部 

●SD による教職

員の資質・能力

の向上 

【数値目標：SD 実

績（研修実施･受

講）】 

〇教育研究活動等

の適切かつ効果

的な運営を図る

ため、組織的か

つ体系的に全学

●SD による教職員の資質・能力の向上 

【数値目標：SD 実績（研修実施･受講）】 

〇引き続き SD 実施年間計画に基づき

研修を実施するとともに学外セミナー

等についても学内への案内・周知す

る。 

 

 

 

 

〇2025 年度 SD 実施年間計画に基づき研修を実施する

とともに学外セミナー等についても学内への案内・周知し

た。 

○2025 年 4 月 16 日に「大学改革の最新の動きと本学

で取組むべきこと」と題し全学 FD・SD 研修を実施した

（専任教員・正職員の参加率は 100％）。 

●SD による教職員の資質・能力の

向上 

【数値目標：SD 実績（研修実施･受

講） 】 

〇本学の教育研究活動の適切かつ効

果的な運営を図るため、コンプライ

アンスやハラスメントなどの共通的

な課題に対する研修と各々の業務

の専門性や年次や役職に応じた

個々の研修によって本学教職員の

「必要な知識・技能の習得」と「能

【統合事務局】 

・大学事務局 

・法人事務局 

（人事部） 
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SD 活動に取り

組む。 

〇高等教育情報や

大学・文化行政

について知見を

有する有識者を

必要に応じ招へ

いする。 

〇次代を担う若手

教職員の育成を

強化することで

スキルアップを

図るなど、目的

意識的な育成プ

ログラムにより

大学運営を担う

教職員の能力を

高める。 

力・資質の向上」を目指す。そのた

め、引き続き、両学部の FD・SD

推進委員会と協力しつつ、年間計

画に基づく学内研修を実施すると

ともに、教職員に学外セミナー等

の案内・周知により参加を促して

いく。 

●人事評価制度の

確立と働きがい

のある職場環境

の整備 

〇教員評価の結果

を賞与等処遇に

反映させる。 

〇職員の目標管理

シートの改善を

図るとともに、

職員の業績･能

力を評価する客

観的な基準によ

り人事評価制度

を定め、賞与等

に反映させる。 

〇働き方改革への

適切な対応によ

り、ワークライフ

バランスを推進

するとともに、職

員のスキルアッ

●人事評価制度の確立と働きがいのあ

る職場環境の整備 

〇事務職員の人事評価制度をもとに昇

給等の処遇に反映する仕組みの構築

等により、エンゲージメントが高まる

よう評価制度の活用を図る。 

 

 

〇教員評価及び職員人事評価の結果は、冬季賞与の成績率

を検討する際の参考として用いている。職員人事評価に

ついては、昇給や昇格等を検討する際の参考としても用

いている。 

〇女性のみならず男性の育児休業の取得率向上のため、希

望する教職員への制度の説明及び推奨を促した。 

○教員の出生時育児休業では、就業日におけるリモートワ

ークの活用により多様な働き方を可能とした。 

○40 歳になる職員に対して、介護離職防止を目的に「仕事

と介護の両立支援制度」を個別に周知し、意向確認を実

施した。また、育児介護休業法改正に基づく情報提供を

行い、柔軟な働き方を実現するための措置等を講じ、働

きやすい職場環境の整備を推進した。 

●人事評価制度の確立と働きがいの

ある職場環境の整備 

○事務職員の人事評価制度をもと

に、昇給等の処遇に反映する仕組

みの構築等により、エンゲージメン

トが高まるよう評価制度の活用を

図る。 

○職員のエンゲージメント向上を図る

ため、エンゲージメント調査を実施

し、意識や課題を把握する。調査結

果を職場環境の改善に活かし、働

きがい向上に向けた PDCA を推

進する。 

・法人事務局 

（人事部） 
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プに向けた支援

を行う。 

〇仕事上の悩みや

不安等を抱える

教職員の不安定

な状況を改善・

解消し、健康維

持のための福利

厚生を充実させ

る。 

●多様な学生･教

職員の活躍の場

が広がるようダ

イバーシティ(多

様性)の推進 

〇ダイバーシティ

推進のためのワ

ーキンググルー

プを設置し、「宝

塚大学ダイバー

シティ推進宣言」

を検討する。 

〇男女共同参画社

会への対応や、

障害を理由とす

る差別の解消の

推進に関する基

本方針（平成 27

年 2 月 24 日閣

議決定）を踏まえ

て、本学でも基

本方針を定める

など、多様性へ

の対応に取り組

む。 

●多様な学生･教職員の活躍の場が広が

るようダイバーシティ(多様性)の推進 

〇「宝塚大学ダイバーシティ＆インクルー

ジョン宣言」を決定し、D＆I 推進活動

に取り組む。 

 

 

 

 

〇大学に求められる役割・使命及び本学が目指すべき大学

像の実現に向け、ダイバーシティ＆インクルージョンを積

極的に推進するという姿勢を明確にするために、「宝塚大

学ダイバーシティ＆インクルージョン宣言」を制定し、発出

した。 

 

●多様な学生･教職員の活躍の場が

広がるようダイバーシティ(多様

性)の推進 

〇様々なバックグラウンドを持つ学

生が安心して学べ、学生一人ひと

りの困りごとが少しでも解消・軽減

できるよう、学生相談室、学修支援

室、チューターや国際センターなど

の連携により、学業、学生生活、キ

ャリア等の支援を多面的、包括的

に支援を進める。 

〇学生や教職員を含む学内関係者に

対し、ハラスメント窓口の周知を図

る。 

〇異文化交流の機会や留学生の日本

文化理解などを進める。また、地域

社会との交流などによる地域への

理解促進を進める。 

【統合事務局】 

・大学事務局 

・法人事務局 

 

【中期目標】 □7 -③ 学校法人としての社会的責任の観点から、学生及び教職員の安全・安心の確保を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●学生及び教職員

の安全・安心確

●学生及び教職員の安全・安心確保のた

めの危機管理体制の確立 

 ●学生及び教職員の安全・安心確保

のための危機管理体制の確立 

・法人事務局 
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保のための危機

管理体制の確立 

〇新型コロナ感染

症等、様々な危

機的状況に対し

て、学生・教職員

等の健康・安全・

安心の確保を第

一に考えて対処

する。 

〇セコム安否確認

サービスの活用

により、非常事

態時における学

生・教職員の安

否確認作業が円

滑に行えるよう

にする。 

〇非常時の備蓄品

の補給点検を図

るとともに、毎

年の避難訓練時

には備蓄品の内

容、規模等につ

いて確認する。 

〇BCP（業務継続計画）は年度内に省察

を行い、見直しを行う流れを作る。 
〇衛生委員会は安全衛生管理に関する

事項を審議し、快適な職場環境の実現

に努めることを引き続き行う。 
 

【大阪梅田キャンパス】 
〇防犯体制の強化 

「キャリア教育Ⅰ」の内容を教職員に

拡散することを計画する。 
〇防災・減災について 

他大学の情報を収集しつつ災害訓練

のクオリティを引き続き上げ、実施す

る。 
〇緊急時対応備品等について 

大学の災害対策備品として一般的な

整備を引き続き推進する。 
 

【東京新宿キャンパス】 

〇防災備品の拡充 

防災備品については、関係者全員 3

日分の飲料食料の備蓄を目指す。併

せて衛生用品・工具・照明器具等の在

庫拡充を図る。 

〇BCP（業務継続計画）は自然災害編、感染症対策編の 2

点、危機管理マニュアルとともに管理運営協議会にて承

認された。 

〇衛生委員会はストレスチェックをはじめ、安全衛生管理に

関する事項を審議し、快適な職場環境の実現に努めてい

る。 
 

【大阪梅田キャンパス】 
〇防犯体制の強化 

「キャリア教育Ⅰ」の授業内容改編に伴って、受け子、薬

物、さすまたの使用などについて授業で扱わなくなるの

で、警察による防犯対策講座を実施するべく討議し、

2026 年度以降は関係部署と協議することとした。   
〇防災・減災について 

他大学のものをもとに危機管理マニュアルを作成し、

BCP（業務継続計画）とともに管理運営協議会にて承認

された。 
〇緊急時対応備品等について 

他大学の事例を参考に拡充及び更新計画を構築し、それ

に基づいて２０２６年度以降は順次整備していくこととし

た 。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇防災備品の拡充 

本年度前半は消費期限切れの飲料・食品の入れ替えにと

どまったが、後半は 3 日分を確保するよう順次購入を進

める。予算の関係で約 2 日分に留まったが次年度も継続

して購入する。その他、衛生用品・工具・照明器具等も予

算の許す範囲で購入し、保管を開始した。 

 

〇BCP（業務継続計画）は自然災害

編、感染症対策編の 2 点、危機管

理マニュアルとともに毎年度見直

しを行う。 
〇衛生委員会は両キャンパス間で情

報共有を行う。 
〇災害や職場環境のみならず、入試

や個人情報など人為的なインシデ

ント、他にクマとの遭遇が発生した

場合の対処法に着手する。 
 

 【大阪梅田キャンパス】 

〇防犯体制の強化 
受け子、薬物、さすまたの使用な

ど曽根崎警察署による詐欺被害・

犯罪防止・防犯対策を計画する。 

〇防災・減災について 
  従来の消防避難訓練からグレード

アップして、危機管理マニュアルに

基づいた実戦的な訓練を実施す

る。 
〇緊急時対応備品等について 

2025 年度に立てた計画の遂行

を心がける。 
 

【東京新宿キャンパス】 

〇防災備品の拡充 

引き続き、飲料・食品の入れ替え及

び在庫数の純増を図る。食品につ

いては、今まで乾パン、クラッカー

に留まっていたが、副菜、栄養バラ

ンス食品などについても拡充を図

る。 

（危機管理） 

・梅田事務部 

・東京事務部 

●コンプライアンス

意識の高揚と人

権尊重、法令遵

守の徹底 

●コンプライアンス意識の高揚と人権尊

重、法令遵守の徹底 

 

 

●コンプライアンス意識の高揚と人

権尊重、法令遵守の徹底 

 

・法人事務局 

（総務部・人事部） 

・監査・評価室 
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〇個人情報の保

護・管理及びコン

プライアンス体

制の確保を図る

とともに、人権

尊重、法令遵守

を徹底するた

め、学校法人と

しての行動規範

を定め、高い倫

理観をもって自

覚と責任ある行

動に努める。 

〇ハラスメント防

止に対する更な

る意識の向上、

倫理観の徹底を

図り、ハラスメン

トのない環境づ

くりを促進する。 

〇SD の年間計画において、ハラスメン

ト防止を含む、倫理的な行動を促す内

容を全体研修として計画する。 

〇「内部統制システム整備の基本方針」

に基づき、リスク管理やコンプライアン

ス推進の体制の整備に取り組む。 

○ハラスメント研修として、厚労省作成の動画のオンライン

視聴を促した。 

〇学校法人の社会的責任として学生及び教職員の安全・安

心の確保を内部統制の観点から整理し、リスク管理にお

いては、危機管理マニュアル並びに自然災害及び感染症

の事業継続計画を策定による体制の整備を図った。 

〇コンプライアンス推進においては、コンプライアンス推進

の基本方針を定め、全教職員等に周知を図ることで、コン

プライアンス意識の高揚と法令順守の徹底を図った。 

〇「内部統制システム整備の基本方針」に記されている適切

な文書管理においては、文書の保存年限を明確化させる

とともに、文書の管理等の仕組みを整備した。 

○SD の年間計画において、ハラスメ

ント防止を含む、倫理的な行動を

促す内容を全体研修として計画す

る。 

〇引き続き、「内部統制システム整備

の基本方針」に基づく実効性のあ

るコンプライアンス推進等の体制

整備に取り組む。 

 

 

 

 

●情報システム管

理体制の構築 

〇全学的な IT 環

境の整備に伴う

リスク対応とコ

ストを意識した

管理運営を推進

する。 

○情報セキュリティ

リスク管理体制

を構築（情報セ

キュリティポリシ

ー、情報システム

利用規程、インシ

デント対応手順

等の整備）する。 

○学生・教職員へ

の IT リテラシー

研修を実施す

る。 

●情報システム管理体制の構築 

〇セキュリティ・ポリシーの策定を、既存

の個人情報管理ルールとの分担・整合

を図りつつ、CSIRT（セキュリティ対

応体制)の整備に取り組む。 

〇情報センターサイトのコンテンツを拡

充し、より使いやすい IT 環境に役立

てるとともに、学内 IT リテラシー向

上を支援する。 

 

 

〇セキュリティ・ポリシーの策定については、検討を進めて

おり次年度も引き続き取り組んでいく。 

〇情報センターサイトのコンテンツとして、IT ガイドブック

を追加した。特に新入生向け IT オリエンテーションで配

布し、新入生が学内 IT 利用時にマニュアルとして活用し

ている。 

●情報システム管理体制の構築 

〇セキュリティ・ポリシーの策定を、

既存の個人情報管理ルールとの分

担・整合を図りつつ、CSIRT（セキ

ュリティ対応体制)の整備に取り組

む。 

〇情報センターサイトのコンテンツを

拡充し、より使いやすい IT 環境に

役立てるとともに、学内 IT リテラ

シー向上を支援する。 

・情報Ｃ 
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【中期目標】□7 －④ 学校法人としての説明責任を果たすため、広く社会へ情報を公開する。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●財務情報・教育

研究活動等、情

報公開の充実 

〇財務をはじめと

する組織運営状

況等を情報・デ

ータとして積極

的に公表する。 

〇教学面(学修時

間・学修実態、授

業評価結果、学

修成果、資格取

得等実績・進路、

就職率等)の公

表を充実させ

る。   

●財務情報・教育研究活動等、情報公開

の充実 

〇引き続き、財務情報・教育研究活動

等、情報公開の充実を図るとともに、 

財務をはじめとする組織運営状況等

を情報・データとして積極的に公表し

ていく。 

 

 

〇財務情報・教育研究活動等の情報公開については、ホー

ムページや事業報告等で必要な情報は公開できている。

reseachmap 等の活用に向けては、本年度も学内調整

を行っているところである。  

●財務情報・教育研究活動等、情報

公開の充実 

〇引き続き、財務情報・教育研究活

動等、情報公開の充実を図るとと

もに、 財務をはじめとする組織運

営状況等を情報・データとして積

極的に公表していく。 

・法人事務局 

（財務部） 

・広報・社会 

連携室 

＜基本戦略＞□8 持続的・安定的な財政基盤の確立 

学校法人として経営の根幹となる持続的・安定的な財務運営を進めるため、財政基盤を確立する。 

【中期目標】 □8 －➀ 学生納付金に依存した財務構造からの脱却と安定的で能動的な財政構造への転換を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●適切な財政運営

による経常収支

差額の改善 

【数値目標：経常収

支差額比率】 

〇学生の学びを支

えるための教育

環境づくり、安

全・安心な大学

づくり等のため

の必要経費を適

切に措置する。 

●適切な財政運営による経常収支差額

の改善 

【数値目標：経常収支差額比率】 

〇2026 年度における経常収支差額の

黒字化に向けて、収入・支出の両面に

おいて、様々な取り組みを実行する。 

 

 

 

〇２０２５年度については、各部署の補正予算編成を実施せ

ず、明らかに補正が必要なもののみを補正予算に反映し

ている。当初の収支予算の範囲内で事業の必要性・事業

手法や金額の妥当性を精査しながら執行するように要請

した。 

〇宝塚キャンパスの譲渡先が決定し、売買契約まで締結に

至っており、最終決済・引き渡しが完了後、２０２５年度決

算では、資産売却収入と数ヶ月分の維持管理経費及び減

価償却費の圧縮が見込まれるものの、経常収支差額の黒

●適切な財政運営による経常収支差

額の改善 

【数値目標：経常収支差額比率】 

〇これまで宝塚キャンパスにかかっ

ていた減価償却費及び維持管理経

費の負担がなくなり、実態に即した

収支差額が浮き彫りになってくる

ため、２０２６ 年度における経常収

支差額の黒字化に向けて、収入・支

出の両面において、様々な取り組

みを実行する。 

・法人事務局 

（財務部） 
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〇教育活動におけ

る収支均衡を健

全に維持する。 

〇持続的且つ安定

的な財政基盤の

確立のために、

2023 年度以降

の継続的な経常

収支黒字化を目

指し、2026 年

度時点で経常収

支差額比率 1％

を目標値とす

る。 

〇従来業務の見直

しにより、業務の

簡素化･省力化

(ペーパレス化

等)を図る。 

〇宝塚キャンパス

の譲渡に伴い生

じる資産売却収

入については、

将来計画に備え

る目的に特化

し、使途の明確

化を図る。 

字化までは見込めない。引き続き、経常収支差額黒字化

に向けて、様々な取り組みを計画立てていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●キャンパスの維

持管理と計画的

な施設整備 

〇各キャンパスと

も在学生に快適

な学生生活環境

を提供するた

め、施設設備の

維持管理と拡

充・更新を行う。 

〇各キャンパスの

老朽化への対応

●キャンパスの維持管理と計画的な施

設整備 

【大阪梅田キャンパス】 

〇使用頻度が高く汚れや劣化がみられ

る 502・702 教室の床材を交換す

る。 

〇511 演習室及び 602 演習室の AV

ラックや音響設備の改修を検討する。 

 

 

 

 

 

【大阪梅田キャンパス】 

〇502・702 教室の床材を交換した。 

〇511 演習室及び 602 演習室の AV ラック・音響設備・デ

ィスプレイを全面更新した。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇本年度前半は小規模な空調設備修繕、男子トイレ修繕を

実施した。受電設備は2026年2月または3月中にコンデ

ンサと電流の流れを制御し安定化させる役割を持つリア

●キャンパスの維持管理と計画的な

施設整備 

【大阪梅田キャンパス】 

〇502 講義室及び 702 演習室の

AV ラック・音響設備の改修を検討

する。 

〇設置から 23 年を経過した東棟空

調システムを更新する。 

○設置から 23 年を経過したエレベ

ータ（1・２号機）の全面リニューア

ル工事を実施する。 

・法人事務局  

（総務部） 

・梅田事務部 

・東京事務部 
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のため、資金確

保を含む改修整

備計画を立て、

改修を年次計画

的に進める。 

【東京新宿キャンパス】 

〇建物本体だけでなく受電設備、トイレ・

配管等の衛生設備、照明設備等も老

朽箇所、要修繕箇所が多数あり、優先

度の高い案件から着手する。 

クトルの更新工事を実施予定であったが、部品調達の遅

れから2026年4月に実施することとなった。 
○西棟 6 階テラスを改修し、学生の

休息スペースとして活用できるよ

うに整備する。 

 

【東京新宿キャンパス】 

〇1 階庇防水工事等のうち、優先度

の高いものから着手する。 

●全学挙げての積

極的な外部資金

の獲得 

〇私学事業団の補

助金（私立大学

等改革総合支援

事業タイプ 1、教

育の質に係る客

観的指標調査）

の条件・基準の

達成に向けて、

数年かけて大学

部門と連携して

取り組む。 

〇寄附金募集にあ

たっては、現在

運用中の寄附金

募集サイトの見

直し・充実やステ

ークホルダー別

のきめ細かなパ

ンフレットの作成

を検討する。 

〇大学側からの地

道で丁寧なアプ

ローチにより校

友会として同窓

組織の設置をめ

ざす。 

〇外部研究資金

(科学研究費補

助金・受託研究

●全学挙げての積極的な外部資金の獲

得 

〇私学事業団の補助金（私立大学等改革

総合支援事業タイプ 1、教育の質に係

る客観的指標調査）の条件・基準の達

成に向けた基本的考え方に基づいた

方策を着実に実施する。 

 

 

〇私学事業団の補助金のうち、私立大学等改革総合支援事

業タイプ 1 については、取り組みに対する体制等が不十

分であるため、選定校に選ばれる状況に至っていないの

が現状である。また、教育の質に係る客観的指標調査に

ついては、就職率を除いて昨年度に比べて取り組みが進

んでいる。 

○上記の現状を踏まえて、学部長等会議の議論を経て、次

年度に向けて以下の 1～4 の方向性を取り決めた。 

１.私立大学等改革支援事業の取り組み主体を、従来は財

務部であったが今後は大学事務局から発出とし、補助

金獲得のための改革ではなく、大学全体として必要な

改革の取り組みであることを明確に位置づける。 

２.学修者本位の大学教育の実現に向けた内部質保証体

制づくりのため、学長を中心とした全学的な教学マネ

ジメント体制を構築するための会議体＝教学マネジメ

ント会議（仮称）を設置し機能させる（設問１）。 

3.ＩＲ業務を担当する教職員の資質向上と、その継続性・

深化を目指し、ＩＲ担当部署の所属教職員を特定、定期

的にＩＲ研修を受講させることを機関決定し、受講実績

を獲得するとともに、次年度以降は外部ＩＲ研修会で取

組成果として発表を目標とする（設問２）。 

4.教学ＩＲに関する情報公開を行う。具体的には「教学ＩＲ

を担当する組織・部局の概要」と「教学ＩＲをきっかけと

する教学改善の事例の紹介」の双方を、次年度以降は

ホームページで基準時点内に公表する（設問２３）。 

●全学挙げての積極的な外部資金の

獲得 

〇私立大学等改革総合支援事業、教

育の質に係る客観的指標調査とも

に、教学組織の体制の整備を着実

に進めて、少しずつでも加点獲得

を目指す。 

【統合事務局】 

・大学事務局 

・法人事務局 

（財務部） 

・教学改革部 
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等) 等の獲得を

めざせるよう、

研究支援に関す

る大学の方針を

予算面で支援す

る。 

●適正な会計処理

と厳正な会計監

査の実施 

〇監事の責務（役

割･職務範囲）を

明確化するとと

もに、監事業務

を支援するため

の体制整備を図

る。 

〇会計処理の実施

は、学校法人会

計基準、本学の

経理規程に則

り、適正に実施

する。 

〇監査法人による

監査に備え、会

計伝票、帳票、証

憑書類の整理・

チェックを毎月

実施する。 

〇予算と著しくか

い離がある決算

額の科目につい

て、補正予算を

編成する。 

●適正な会計処理と厳正な会計監査の

実施 

〇2025 年度決算から新しい学校法人

会計基準が適用されるので、適時適切

に対応していく。 

〇内部監査を通して、法人の健全な運営

に資するよう業務の改善・合理化のた

めの助言、提案等に努める。 

 

 

 

〇2025年度決算から新しい学校法人会計基準が適用され

ており、賞与引当金に関する項目を補正予算に計上する

など適時適切に対応している。 

〇文化庁の「次世代メディア芸術人材育成プロジェクト」助成

金、宝塚南口サテライトキャンパスの閉鎖に伴う予算、２０

２４年度決算に伴う確定数値、学校法人会計基準改正に伴

う賞与引当金に関する項目等について、補正予算として計

上している。 

〇2025年11月から12月にかけて、下記の内部監査を実施

した。 

・業務監査（項目：管理運営規程 別表2 職務分掌に基づく

業務内容の監査(監査対象：梅田・東京事務部 図書館事

務課、危機管理室) 

・財務・会計監査(項目：公的研究費の監査) 

  

●適正な会計処理と厳正な会計監査

の実施 

〇学校法人会計基準、本学の経理規

程、監査法人における助言を踏ま

えて、適正な会計処理に努める。 

〇内部監査を通して、法人の健全な

運営に資するよう業務の改善・合

理化のための助言、提案等に努め

る。 

・法人事務局 

（財務部） 

・監査・評価室 

 

＜基本戦略＞□9  第２の開校に向けての前進 

次代への新たなブランディングと安定経営をめざし、宝塚大学「第２の開校」経営改善戦略を展開する。 

【中期目標】 □9 －➀ 「宝塚大学ビジョン 2027」を策定し、本学のさらなる発展に向けて、経営を確固たるものにするための基盤づくりとともに、収益力拡大に向け

た新たな事業展開を図る。 
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中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●内外部の環境を

分析し、5 年後

のあるべき姿の

明確化 

〇情報化の進展、

IOT、ディープ・

ラーニングや AI

活用など、今後

の教育の在り方

を見据え、既存

事業強化を DX

化によってどう

変革できるかの

ポイントを整理

し、重要度・優先

度を考えた施策

を明確化する。 

●内外部の環境を分析し、5 年後のあ

るべき姿の明確化 

〇収益力拡大に直結する、大学をより魅

力あるものにするため外部人材によ

る授業参画等を容易にするための仕

組みづくりを検討する。 

 

 

〇本学がどのような大学を目指していくのか、その方向性

の提示、また学内の意思統一にはなお課題がある。法人・

大学として、異分野、遠隔地キャンパスという特殊な状況

も踏まえつつ、中長期的な将来像を提示しなければ、大学

としての方向性や持続可能性を見失いかねないと考え

る。新たな中期計画の策定にあたっては、その観点を重視

して取り組む。 

●内外部の環境を分析し、5 年後の

あるべき姿の明確化 

   〇本学がどのような大学を目指して

いくのか、その方向性を提示する

とともに、異分野、遠隔地キャンパ

スという本学の特殊な状況も十分

に考慮し、新たな中期計画におい

て将来像を描く。 

〇前項のため、他大学の好事例を研

究、参考とする。 

〇メディア芸術分野におけるコンテ

ンツを我が国の産業として世界的

に展開するという国の施策と密接

に連携し、文化庁『クリエイター等

支援事業』の助成を受け、助成期

間終了後に本学に新たな教学組

織を開設することも視野に入れ、

調査研究やカリキュラム、プログ

ラム開発に取り組む。 

【統合事務局】 

・大学事務局 

・法人事務局 

 

●宝塚キャンパス

閉鎖・譲渡後の

新規展開の検

討・推進 

〇財務分析、各種

マーケティング

結果を踏まえ、

さらに新型コロ

ナ対応により健

康医療やメディ

ア芸術への様々

な変化に対し、

新たな視点で事

業や拠点を整備

し、本学のブラン

ド価値向上の施

策と収入拡大・

経費削減を同時

並行的に実施す

●宝塚キャンパス閉鎖・譲渡後の新規展

開の検討・推進 

〇企業等との連携を通じ、本学のブランド

イメージを向上させるとともに、収入拡

大・経費削減を同時並行的に実施する

新展開を企画立案する。 

 

 

〇宝塚南口サテライトキャンパスは採算の見込が立たず閉

鎖に至った。経営体力を考え、新展開を企画することは見

送った。 

○懸案であった宝塚キャンパスの譲渡については、経営企

画室が主導的に譲渡先を探し、売買契約を締結、年度内

での決済引き渡しが完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●宝塚キャンパス閉鎖・譲渡後の新

規展開の検討・推進 

〇宝塚キャンパスの譲渡が完了した

が、新たな展開を考える前に、まず

本法人・大学の将来像を明確に示

す必要がある。 

〇現中期計画の最終年度であり、その総

括と新たな中期計画の策定に取り組

む。新中期計画の策定にあたっては、

2027 年度の周年事業も念頭に置く。 

【統合事務局】 

・大学事務局 

・法人事務局 
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る新展開を推進

する。 

〇次代への新たな

ブランディング

として、本学にシ

ミュレーション・

スタジオ機能を

置き、ＤＸ化を推

進する。 

 

 

＜基本戦略＞□10  内部質保証システムの推進 

学修者本位の教育の維持・継続のため、内部質保証システムを機能させ、本学がより選ばれる大学として、社会への説明責任を果たす。 

【中期目標】 □10 －➀ 全学的に点検･評価を実施し、教育研究活動及び大学運営の改善･向上に努め、高等教育機関としての質の確保を図る。 

中期計画 2025 年度事業計画      2025 年度取組・達成状況、評価・課題等  2026 年度事業計画 担当部署 

●年度ごとの事業

計画との連動に

よる中期計画の

進捗管理 

〇中期計画の進捗

状況について

は、内部質保証

推進委員会、管

理運営協議会等

で進捗状況を管

理把握し、理事

会へ報告するこ

ととし、その結果

を内外に公表す

る。 

〇毎年度の予算編

成における事業

計画での確認及

び自己点検・評

価により、

PDCA サイクル

を回していく。 

●年度ごとの事業計画との連動による

中期計画の進捗管理 

〇引き続き中期計画及び毎年度の事業

計画の進捗管理を自己点検・評価す

ることにより PDCA サイクルを回し

ていく。  

〇主要事項の数値目標については、引

き続き毎年度の事業計画における数

値目標として設定し、達成に向けて取

り組む。 

 

 

〇中期計画・事業計画に係る進捗管理については、教職員の

負担感が軽減できるような形で取組・達成状況等(数値目

標を含む)の把握を行っている。 

〇2025 年 9 月に学外の委員で構成される大学評価審議

会小委員会において、中期計画・2024 年度事業計画に

係る自己点検・評価等についての報告等を行い、小委員

会委員から教学面の意見を聴取した。 

●年度ごとの事業計画との連動に

よる中期計画の進捗管理 

〇引き続き、中期計画及び毎年度

の事業計画の進捗管理を自己点

検・評価することにより PDCA 

サイクルを回していく。 

〇主要事項の数値目標について

は、引き続き毎年度の事業計画

における数値目標として設定し、

中期計画の最終年度となってい

るので達成に向けて取り組む。 

・監査・評価室 

・大学事務局 

(自己評価担当) 

・法人事務局 

（財務部） 



   
 

- 59 - 
 

●内部質保証のた

めの自主的・自

律的な自己点

検・評価の実施  

〇自己点検･評価

の実施にあたっ

ては、アンケー

ト、実態調査等を

通して各種のデ

ータを収集する

などにより IR

部門で集積・分

析していく。 

〇実効性ある自己

点検・評価とする

ため、自己点検・

評価シートに基

づき全学的かつ

客観的な立場で

評価し、その評

価結果をフィー

ドバックすること

で、改善活動を

推進する。 

●内部質保証のための自主的・自律的

な自己点検・評価の実施  

〇本学の人的・組織的体制を踏まえ、昨

年度以前と同様、内部質保証の実質

化に資するよう自己点検・評価を効果

的・効率的に進める。 

 

 

〇自己点検・評価委員会の開催回数を引き続き少なくする

ことで簡素化・効率化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●内部質保証のための自主的・自

律的な自己点検・評価の実施  

〇本学の人的・組織的体制を踏ま

え、昨年度以前と同様、内部質保

証の実質化に資するよう自己点

検・評価を効果的・効率的に進め

る。 

○自己点検・評価を中期計画の進

捗管理に限定するのではなく、

大学全体の教育・研究活動の質

を継続的に保証する中核的仕組

みとして再定義し、その趣旨及

び制度上の位置づけを関連する

諸規程に明文化し、全学の構成

員に対してＳＤ研修会等を通じ

て、その考え方の共有・周知に努

める。 

・監査・評価室 

・大学事務局 

(自己評価担当) 

・教学改革部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


